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────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（瀬戸口和幸君）  皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は６０名であり、定足数に達しております。これから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（瀬戸口和幸君）  日程第１、一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げます。一般質問の時間は、質問、答弁を含め３０以内となっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 質問通告者一覧表の順序により、順次、登壇をお願いします。 

 それでは、質問順位に従い、４９番、森山是蔵議員の登壇をお願いします。 
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○議員（４９番 森山 是蔵君）  御質問を申し上げます。 

 私は、通告をいたしておりますように、農業の振興ということで御質問を申し上げたいと思い

ます。 

 二、三日前からたばこの収納が行われております。ことしの作柄はやや障害があったように私

たちは見受けておったわけでございますが、耕作者の努力によってかなりの目標数値に上がって

いるように聞いております。で、私が一番びっくりいたしましたのはＪＴ、たばこ産業株式会社

によって来年度よりおまえは、一反２０万円くらい以下やから耕作をやめなさい、こういう通達

があっております。そして、新聞等にもそういうことがちゃんと報道されております。 

 壱岐農業にとりまして３つの柱でありました、たばこの耕作がこれによって一つの難関がまた

来たというふうに言わざるを得ないと思っております。これ、たばこによって、壱岐農業がたば

こだけで７億円から８億円上げていたわけでございます。 

 市長は、合併から早くも半年を過ぎました、選挙当時から産業の振興、そして一次産業の振興、

また施政方針の中でもそのことを言っておられますし、今度の議会の中で、行政の報告の中でこ

のことについても触れられております。もちろん、私はこの一次産業がなにか打ち出の小槌みた

いに何かいい方法があるかといえば、それは余り期待はできないというふうに思っておりますし、

しかし、そうは言いながらもこの一次産業が発展しない限り壱岐の百姓は没になってしまう、こ

ういうふうに考えるわけでございます。 

 で、この一次産業をどういうふうな形で振興を図っていくかということは、私はそのかぎは担

い手である後継者、そして農地、この２つを処理しなければ何とも先にいけない、そういうふう

に思うわけでございます。都市並みの所得は得られないにいたしましても、今の状態、後で申し

上げますけれども、そのことを一歩でも先に前進をする、そういう仕組み、そういう政治的な配

慮、これが一番大事だろうと思っております。 

 そこで、お尋ねを申し上げます。市長は、今の壱岐の農家、この状態をどういうふうに把握な

さっておいでになるのか、そして後継者である担い手、そして農地、このことにつきましてもど

ういうふうに処理をなされようとしておるのか、そのことをまずお尋ねを申し上げます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  森山議員。質問はそれで終わりですか。一括質問一括答弁方式ですから、

質問は流してください。 

○議員（４９番 森山 是蔵君）  それでは、続けて申し上げます。 

 壱岐の状態、私が見てみますと、壱岐の農家の状態をここで申し上げてみますと、農家戸数と

いうのは３,２００戸、これは平成７年でございます。５年ごとの調査があっておりますが、平

成１２年に３,１００戸ぐらいに減っておるんです。５年間で大体２１５戸減っております。人

口にいたしまして１,０５９人、５年間で１,０５９人減っております。５年間で２１５戸減って
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おりますので、１年間に５３戸、これ減っておるわけです。いうならば、１軒に２人ずつ減って

おるわけです。で、この、人口構成というのが６５歳以上は２７％であります。それから、農家

の中で、これは平成１４年に農協が実態調査をなさっております。アンケート調査の中で、後継

者がいない、この農家が４６％でございます。それから、５年後には農業をやめると言った人、

これが１０％おります。こういう状態でございまして、そん中で、専業的な農家、これは１３％

です。１３％、３,０００戸の、今ごろ３,０００戸になっているんだろうと私は思うわけでござ

いまして、そのうちの４５０戸ぐらいが専業でございます。あとは一次、二次、それから自営業

というような形でございます。以上のような壱岐農家の実態でございます。 

 こういうような中で、市長はどういうふうにこの状態の中から農業の振興をするのか、施政方

針の中にも盛られておること、それから今度の行政報告の中に盛られておること、これは現状の

追認であって、決してその仕事を先に進めようということではなくて、現状の追認をされた、そ

ういうふうにしか私は考えてはおりません。 

 特に問題なのは、担い手である後継者に対する施策、これはたばこの場合にだけちょこっとの

っておっただけで、あとのことは何ものっていない。何とお考えになっておるのか、その辺がわ

からない。にも関わらず、農業の振興をやりましょうというような御発言、御意向があるようで

ございますが、この辺は大変私は問題であるというふうに考えております。 

 そういう中で、行政が取り組んでまいりました後継者対策につきましては、現在、壱岐の中で

認定農業者制度というものがあります、これは国的な制度でございますけれども、これをどうい

うふうな形で生かしておいでになるのか。と同時に、農地の流動化、これはどういうふうな形で

やっておいでになるのか、お尋ねを申し上げます。 

 それから、時間が余りなくなってきたようでございますので、（発言する者あり）この農業の、

一次産業であります農業をどういうふうな形で振興していくか、私は御提案を申し上げたいと思

っております。その中で、今までのような、ことしもそうでございましょう、当初予算の中で、

ばらまき型の予算の組み方、これを今の農村の形の中であります実行組合というような形を利用

しながら、利用すると言うとおかしいですけれども、利用しながら集中的な投資、援助、こうい

うものができないか、それをお尋ねを申し上げたいと思っています。 

 これと関連いたしまして、国が市町村に支援協議会というものを打ち出しております。ちょっ

と読み上げてみますと、「認定農業者に加えて集落営農、それから農作業の受委託組織、多様な

担い手の育成に本腰を入れる、推進母体としての担い手育成総合支援事業協議会を来年度に設置

をする」そういうことです。それから、「集落段階でも行動計画を立てる、市町村の計画に反映

させる、そういうようなことの中で、市町村と地域とが協議会と協力しながらつくっていくとい

うような農林省の計画がなされております。 
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 こういう中で、担い手、そして農地の集約、そういうものをどうやって振興に結びつけていか

れるのか、その３つのことをお尋ねを申し上げます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  森山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。市長。 

○市長（長田  徹君）  ４９番議員の質問にお答えいたします。 

 まず当初、たばこ収納の件でお話がありました。本当に、ことしは天候にも恵まれまして、収

量及び品質とも非常にすばらしいできばえと聞きまして、かなり成績も販売も、かなりよかった

とこのようにとらえております。 

 その中で、たばこ産業よりいろんな施策が、国際環境と申しますか、そういうことでいろいろ、

先ほど議員さんが言われたようなことがとられているようでございます。壱岐産の葉たばこは非

常に品質がいいと、このように思っております。沖縄産に次ぐ非常に良質なものが生産されてい

るということで、今後とも、壱岐の３大基幹作物の一つとして力を入れていく所存でございます。

今後とも、良品質のたばこが生産できますように、皆さんとともに頑張りたいとこのように思っ

ております。 

 まず、質問の通告に従いまして、一応答弁をいたします。まず、農業の現状をどうとらえてい

るかという御質問であったかと思います。議員さんと重複するところもありますが、壱岐の１戸

当たり年間農業所得は５７万９,０００円であり、長崎県の年間農業所得は９７万７,０００円、

また全国では１１５万８,０００円、このように壱岐の所得は非常に低いわけでございます。ま

た、農業の担い手とする従事者年齢階層比率もちょっと若干数字が違う、議員さんの数字とちょ

っと若干違うようでございますが、４５歳以上が４１３名、これが全体の２３.３％、６５歳以

上がなんと１,１２６人、６３.５％、合計で８６.８％と、こういうふうに高齢化であるという、

が顕著であります。こういう数字とうかがっております。 

 一方で、農産物の輸入増大や産地間競争の激化によりまして、価格が安価で、また不安定とい

う、こういう状況でございます。このことから生じる農業所得が低い、そうすると農業に魅力が

なく後継者が育たない、自給率の低下につながっていくという、こういう悪循環を現状では様相

を呈しているのが現状ではなかろうかと思っております。 

 そこで、森山議員のおっしゃるように、後継者の育成支援については、これは重要課題と認識

をしているわけでございます。壱岐地域農業振興協議会を通じまして、壱岐地区青年農業者また

壱岐ＩＦの会といいまして、壱岐フロンティア・ファーマーというそうでございますが、専業青

年農業者の会、または女性には壱岐地区生活グループなどに、現在、支援を行っているわけでご

ざいます。具体的に、森山議員が言われたように、計画性を立てて、順序立てていかなければな

らないと、このように認識をいたしております。 

 次に、農業農地の問題でございますが、これまでの農業経営は自作農を中心とした個人経営が
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基本でありましたが、地域農業、営農、今言う集団化、先ほどお話もあっておりましたが、それ

から農業生産法人の育成を図り、生産から販売まで完結できる農業経営を目指すことも必要と思

っております。農業も収支に基づいた経営能力を必要とする時代としております。今まで、ただ

つくればいい、つくって販売は農協と、そういう時代でございましたが、だんだん意識が経営感

覚と申しますか、そういうのも兼ね備えていただかねばならないわけです。こういう環境づくり

もぜひ必要だとこのように思っております。 

 今申しますように、農業も収支に基づいた経営能力を必要とする時代であります。これまでの

ハード中心の政策から農畜産物のブランド化、それや販売戦略など、守りから攻めに方向転換す

ることで農業に活力を見出したいと考えているところでございます。 

 次に、御質問では認定農業者の数などでございますが、認定農業者制度につきましては、効率

的で安定的な農業経営を目指す農業者が作成する農業経営改善計画、これは５年後の経営目標を

定めまして、それを市が認定するものであります。ことし４月１日時点で、認定農業者の数は

１９８人となっております。経営改善計画の具体的目標といたしましては、他産業従事者と均衡

とする年間総労働時間、結局、労働時間ですね、を主たる農業従事者１人当たり２,０００時間、

それに年間農業所得１人当たり３５０万円を、これを程度確保する水準、そういう水準を目標に

立てまして、達成し得る農業経営を育成しようという、そういうことにしております。 

 認定農業者に対する農地の集約についてでございます。思うように進まない状況であります。

そうでありますが、農地流動化奨励補助金や県農業振興公社担い手農家農地集積事業等を活用い

たしまして、農業委員会を核といたしまして農協の農地合理化保有事業とも連携を図りながら進

めてまいりたいとこのように思っております。また、壱岐市認定農業者協議会を設立し、会員相

互の連携による情報交換、各種経営技術の研修会などによる研さんを行います。さらに、県の協

議会においては国、県に対し認定農業者への支援策に関する要望等も行っているところでござい

ます。 

 次に、予算の仕組みをということで御提案がございました。全く、そのようと思っております。

集中的、集団的な支援の方ができないかということでございます。現況の補助事業を再評価し、

補助目的を達成したものや、それやまた効果が期待できないものは、そういう補助金は整理をす

る一方、先ほど森山議員が言われましたように、農業のスペシャリストを育成する対策も必要と

なってまいりますので、効果的、かつ重点的な施策を検討していきたいとこのように思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ４９番、森山議員。 

○議員（４９番 森山 是蔵君）  やっぱり、百姓を活性化させるということについては、今の状
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態の中ではなかなかできにくいわけです。できにくいからどうするかということなんです。 

 今私が申し上げました認定農業者、これを中心にその核をつくっていくということなんです。

市長がお答えになりましたようなことですけれども、なかなか今法人化とかいわゆる百姓は難し

いことになると、なかなか寄ってこないんです。皆さん方になると、それはえらい人たちの集ま

りですからすぐ寄っていかれると思いますけれども、……………………………………そん中で、

本当に寄ってくる人間がいるのか、法人化した場合ですよ。じゃ、そん中で法人をつくるとした

らどういう試算があるのか、そのことから始めなくちゃいけないわけです。そういう難しいこと

はなかなかやりにくいし、やってもむだだ、今で言う、むだであるというふうに私は思うし、さ

っき申し上げましたような、今既存の実行組合がありますので、それを利用しながら、その中の

仕組みをつくっていく、助け合いの中をつくっていく。そん中で、６０歳以上の老人でも働ける

場をつくっていく、そういうような環境づくりが、私は今の農村には必要であるというふうに思

っております。 

 市長が言われた３５０万円の純益、これはどれだけ売り上げがあったらいいのか、いわゆる

１,０００万円、７００万円というその目標がある、そん中で、この３５０万円というものがは

じき出されたと思うんです。さっき私が申し上げ足りなかったんですが、壱岐の農業の所得は

５７万円ということでございました。それは島勢要覧の中に出ておりますし、私もそのように思

っております。ことしは５７万円でありましたけれども、牛価が割合にその辺でカバーしてたと

いうふうに思っております。売り上げが１３０万円ということなんですが、これは去年、おとと

しは９０万円程度だったんです。それだけ牛がカバーしてきた。ところが、今度、さっき申し上

げましたようなたばこがこういう憂き目に遭うとなると、そのことの失業者が出るはずですよ、

今までは、普通、稲でも同じです、今まで１０軒でやっていたのが、今からは１軒でやるんだと、

あとの９軒は失業なんです。その失業者を皆さん方がどういうふうなことの処遇をつけたか、そ

れはつけてないと私は思うんです。だから、人口が減るのも当然だと、私は思っております。 

 時間が余りなくなってまいりましたが、最後に、助役にひとつお尋ねを申し上げたいと思いま

す。 

 今は、助役です。合併前は事務局長であられたわけです。各地、４カ所ですけれども、回られ

て、農業の振興はどうするんだというふうなことで、私は勝本ですけれども、勝本にお出でにな

って職員が言ったこと、それは壱岐の農業を発展させることはグリーンツーリズムを発展させて

いくことだというふうな発言がありました。覚えておいでですが。今でも、そういうようなお考

えはお持ちでしょうか。そして、そのことを広めていこうというふうにお考えでしょうか、お答

えを願います。 

○議長（瀬戸口和幸君）  助役。 
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○助役（澤木 満義君）  お答えいたします。 

 確かに、勝本の住民説明会の折に、そのような話があっておりました。私自身も、これからの

農業につきましては、非常に農業だけでは厳しいものがございます。当然、そうした島外からと

いいますか、都市と農村との交流といいますか、そうしたグリーンツーリズム、観光等と融合し

た農業をこれからやっていかなければならないということは思っておりますし、当然、そうした

振興を図ってまいりたいというふうに思っております。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ４９番、森山議員。 

○議員（４９番 森山 是蔵君）  その人それぞれの思いがありますし、本当に地域に伝わってい

くか、そのことがまず先決問題であります。そのことを申し上げまして、私はいわゆる今の百姓

が、財政改革とかなんとかおっしゃっておりますけれども、財政改革は何なのかということなん

です。 

 それは、「意を図って出を制する」これ一言なんです。どこの経済でも同じなんです。財政改

革はそれだけなんです。で、今、農家の方が住民税を納めている、何軒ありますか、どのくらい

あるでしょうか。旧勝本では３割しかなかったんです。 

 それから、三位一体の改革とか、それから地方分権とか、こういうことはよくいわれておるん

です。それから、市の財政指数０.１８、これをどう思われますか。これは、今までは国が、強

者の論理がまかり通っているんだと私は思うし、本当に苦労をしているのは一番下積みになって

いる人間たちなんです。このことをよく市長は吟味されまして、今後の農業の振興なり、または

市の交流に御貢献をいただきたいと思っております。 

 本当にありがとうございました。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ただいまの森山議員の発言につきましては、後刻、記録を調査し、不穏

当な発言があった場合は善処します。 

 以上をもって、森山議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（瀬戸口和幸君）  次に、５番、坂本拓史議員の登壇をお願いします。 

○議員（５番 坂本 拓史君）  それでは、通告に従いまして、５番、坂本拓史が市長に３点ほど

質問いたします。 

 就任後、約５カ月たたれまして、非常に御多忙の中にもみずからのお考えを積極的に精鋭、反

映させるべく日々奮闘されておりますことに対しまして敬意を表し、また質問に対しましても的

確で高尚な御回答をいただくことをまずもってお願いをしたいと思います。先ほどの先輩議員と

かなり重なるところもあるかというふうに思いますが、どうぞこの辺はよろしくお願いいたしま

す。 
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 第１点目でございます。私は、農業の中でも畜産振興についてお尋ねをいたします。農業、漁

業いわゆる第一次産業の発展なくして壱岐の発展はない、まさしくだれもが認めるところであり

ます。その中でも、特に農業、畜産振興につきましては生産者及び関係機関のたゆみなく、そし

て惜しみない御努力によりまして、その成績評価は全国でも非常に高いレベルに達しており、壱

岐牛ブランド化に向け大いに前進をしておるところであります。 

 先般の行政報告で触れられておりましたけれども、８月の１日、２日に開催されました子牛市

におきましては、市場開設後最高値となる平均価格４９万１,７００円以上という高値で取り引

きをされております。その結果、生産者の方々に所得の向上、そして飼養増頭に大きな自信と強

く意を与えたものということで思っております。また、７月に福岡市で行われております壱岐牛、

糸島牛ミートフェアーでは、壱岐から出品の６点が金、銀、銅賞を独占しており、これも肥育生

産者の熱心な研究と努力により、枝肉市場においてもその名声は高まる一方でございます。 

 こうして明るい状況のもとではありますけれども、一方では、年々高齢化する生産者の支援策、

先ほども述べられておりましたとおり、６５歳以上が５０％ということでありますが、この高齢

者に対する支援策や後継者の問題等々が出ております。特に、新規就農者支援事業ということで、

農協では独自に月１０万円を支給して、その後継者対策等にも力を入れておられますけれども、

行政として何かできることがないのかということをお伺いいたしたいと思います。 

 また、環境問題が非常に大きくクローズアップされて、野積み堆肥など規制も非常に厳しくな

っております。家畜排泄物処理法の完全施行も間近というふうに聞いておりますし、資源リサイ

クル型の堆肥舎もつくっておられます。ではありますが、今後、小規模の飼養頭数農家への対応

など、その取り組みが急務であると考えております。そして、繁殖牛７,０００頭、子牛販売

５,０００頭のこのＪＡの目標である早期達成及び和牛の島壱岐の揺るぎない確立とさらなる壱

岐牛ブランド化に向けた行政としての取り組みと、市長の意気込みをぜひお聞きしたいというふ

うに思います。 

 次に、同じく畜産で、和牛のオリンピックといわれております全国和牛能力共進会についてお

伺いをいたします。この大会は全国から優秀な和牛が５年に一度、一同に、一緒にといいますか、

一堂に会しましてその優劣を競うものであります。各県から選抜された５００頭前後の和牛が、

その頂点を目指して闘うわけでございますが、その審査結果は各県地域のブランド化に大きく影

響するだけに非常に重要な大会であるというふうに位置づけをされております。 

 こうしたことから、この大会での好成績を上げることは壱岐牛銘柄確立の絶好のチャンスであ

ります。この和牛能力共進会の第９回大会が平成１９年に鳥取県において開催され、またその後

に第１０回大会につきましては当長崎県において開催される予定ということであります。予想さ

れることは、全国からおおよそ３０万人以上の来場者があるとされておりまして、壱岐牛銘柄確
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立と同様、壱岐の物産、自然、観光、または文化のＰＲなどにも大変有効であり、その相乗効果

は計り知れないものがあるというふうに思います。まだまだ８年先という考えもあるようですけ

れども、鳥取大会が終了しますとすぐにその準備を始めることになるというふうに思っておりま

す。今後、その主会場としての誘致等を含め、その早急な対策や取り組みが必要であるというふ

うに考えますが、市長の御意見、お考えをお尋ねしたいと思います。 

 第２番目です。壱岐会館用地の土地貸し付け収入の有効な活用についてであります。 

 現在、福岡市の壱岐会館用地については、駐車場として提供し、その土地貸し付け収入は年額

３６０万円程度とうかがっております。昨年１１月に、現壱岐市農協が福岡市の壱岐団地の方に

産直センター、四季菜館福岡店をオープンされました。御承知のとおりであります。壱岐の新鮮、

安全、安心な農産物や一部海産物あるいは壱岐焼酎などの販売など、アンテナショップとして積

極的な販売戦略を始めたところでございます。約１０カ月ほど経過した現在でも、平常時で

１００人程度の来客、非常に多いときは２００名程度あるということでございます。また、金額

的にも１人当たり６００円から８００円程度を買っていかれるということであります。ただ、こ

の１０カ月間の間に問題点あるいはいろんな反省点も出ております。 

 まず、売り場面積が約１３坪ということで非常に狭いこと。ちなみに、この賃借料につきまし

ては月額１０万円というふうに聞いております。 

 それから、スーパー形式ではないので当然品ぞろえ等がそろっておりません。ということで、

若い人のお客が少ない。また、鮮魚等の販売をしておりませんので、もしもこれが同時に販売で

きるようなことがあれば、まだまだ十分に伸びるんではないかということでございます。 

 それとあわせまして、駐車場スペースがありません。よって、車での来客者が敬遠をされると

いったような問題など、課題も非常に明らかになってきております。 

 ただ、今後の場所の選定あるいは運営の方法次第ではまだまだ伸びる要素があるというふうに、

担当の方もおっしゃっでおるところでありますし、こうして民間がいろいろと模索しながら壱岐

の産業発展、振興のために努力をされております。ここは、ぜひ行政としてもその支援、バック

アップを行うべきではないかというふうに思います。 

 壱岐会館を建設するということは、現在の情勢、状況では到底困難であると考えますし、そう

であるならば、この土地貸し付け収入は交流拠点づくりのために使用すべきであり、その収入と

プラスアルファーで集客力、効果のあるよりよい場所にテナント借り受け、そこを使ってもらう。

そして、農産物、海産水産物、焼酎など特産物の販売、それと同時に観光、文化歴史を宣伝する

ための情報発信交流拠点として早急にすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。また、

その運営についても農協、漁協、商工会、観光協会など民間にそれぞれ任せる、もしくは共同体

として取り組んでもらうことで可能ではないかと思います。これらが実現すれば、都市圏住民の
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足を壱岐に運ばせるなど、その交流人口の呼び込みにも大いに貢献できるというふうに思ってお

ります。市長はどのような考え、構想をお持ちかお聞かせを願います。 

 次に、３点目でありますが、本庁舎計画建設についてお伺いいたします。 

 前回、６月の定例会の折、一般質問で７名の方々よりこの取り組みにつきましては市長に考え

を聞かれました。その回答のうち、場所につきましては合併協議会での議決を、決議を尊重する

ということでありましたが、その建設規模、財源、また時期などについて明確には示されており

ません。行財政委員会の答申あるいは機構改革の内容によってその提案をするということも言わ

れており、またその一方では、合併の効果を出すめたには早く建設をする必要があるということ

も回答されております。前回の質問の中で指摘があっていたとおり、現行の５本所態勢ではむだ

が多く、非効率的であることは否めない事実であります。 

 その後、どのような検討がなされ、どのように進められているのか、できればこの会議中に建

設計画を明示できないかをお聞かせ願いたいと思います。 

 以上、大きく３点につき質問いたしました。回答により再質問をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  坂本議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。市長。 

○市長（長田  徹君）  ５番議員の質問にお答えをいたします。 

 今後の畜産振興に対する取り組みということで、まず１点目は質問であったかと思います。 

 肉用牛経営につきましては、壱岐の風土にも最も適した農業であり、平成１５年の販売額は

２６億円と、農業総生産４９億円の５３％を占めているわけでございます。まさに、壱岐農業の

中心的役割を果たし、枝肉市場における壱岐産元牛の評価も非常に高いわけでございます。それ

が、子牛価格にも反映をされまして、高値で安定し、農家所得の向上につながっておることはま

ことに喜ばしいことだとそのように思っているところでございます。これは、肉用牛改良方針に

即した優良系統牛導入育成施策を長期にわたりまして実施されたそういう取り組みが功を奏した

ものであるとこのように思っております。繁殖更新比率は８３.９％と高率で推移しております。

さらに継続することにより、高い育種化を維持するとともに、ブランド化を図るためには安定頭

数の確保、市場販売頭数の確保が必須の条件となるわけでございます。 

 壱岐市農協の振興目標は、先ほど議員が言われましたように、繁殖牛７,０００頭、子牛販売

５,０００頭の達成に向けております。市としましても、牛舎、堆肥舎の建設や自給肥料増産対

策に取り組み、あわせまして高齢化対策としてヘルパー制度や肉用牛飼養管理対策に継続して支

援してまいりたいと思っております。 

 また、牛糞の問題も出ておりました、これも土づくりに使えないものか、こういうものには積

極的に多方面、他の産物にもぜひ好結果をもたらすものに使えるように頑張りたいとこのように
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考えているところでございます。 

 先ほども申しましたが、高齢化問題については先ほどから申しますように、今からの農家はこ

のように畜産が頑張っております。非常に所得の上がるということで、今非常に夢といいますか、

与えていただいております。これに向け、若い担い手がぜひ参加するようなそういう施策にも取

り組みたいとこのように思っております。 

 また、予防注射等の防疫対策に引き続き支援を行い、購買者から信頼される子牛生産の島づく

りに努めてまいる所存でございます。 

 次に、２点目が全国和牛能力共進会誘致のお話でございます。 

 全国和牛能力共進会は第９回開催が平成１９年、島根県で開催されるようになっております。

これは５年に一回開催されるということで、第１０回開催については長崎県の金子知事がさきの

６月県議会で長崎県で開催したい旨を表明されておられます。平成２４年に第１０回全国和牛能

力共進会が長崎県で開催されることとなっております。壱岐牛は県下を代表する肉用牛生産基地

として品質、地位とも、名実ともに確立をしているわけでございます。全国に壱岐牛の名声を高

める絶好の機会であると思っております。県と連携を図りながら、積極的に誘致運動に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、壱岐会館用地の運用収入の有効活用ということでございます。 

 私は、これからは地域再生で人口減少に歯どめをかけないということが急務であるということ

は常々言っているとおりでございます。そこで、８月１日付で長崎県福岡事務所に壱岐市職員

１名を派遣し、情報収集及び市の宣伝、紹介活動の推進を行い、福岡都市圏との交流を強化活動

を進めております。御提案の効果ある情報発信拠点づくりが大変大事かと思っております。一次

産業と観光産業、それに民間企業が連携して壱岐の活性化を図るために、壱岐市独自で適地にテ

ナントを、議員が言われるように、テナントを借り上げ壱岐市の売り込みを行うよう検討をして

いきたいとこのように思っておるところでございます。 

 また、運営面につきましては、私は常々言っておりますが、支障がなければ、民間でできるも

のは民間でという立場でございます。壱岐の島も島でございます、一般的に、島というものは漁

業という考えでございますが、やはり壱岐の島は、先ほどから言いますように、農業にも非常に

生産には恵まれた地ということで、今現在も農業の活性化に向けて頑張っているところでござい

ます。農協、漁協含め、また観光協会を含め、またいろんな文化面、いろんなもんを島外にＰＲ

するためにこういう拠点をつくり、民間がもしできるならば民間の方にこういうものも頑張って

いただければとこのように思っております。 

 ３番目には、本庁舎の件でございます。これは６月議会で再三申したとおりでございます。 

 ６月議会後、どのような検討をしたかという質問であろうかとこのように受け取っております。
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行財政改革委員会も開かれておりまして、新たに新庁舎を建設するとなるならば、本庁舎の機能

を有し、そのスペースも必要最小限というふうに考えるのが一般的であります。施設整備をする

に当たっては、本庁舎にどの程度の部署を置くのかを十分検討してからとの方針は今も変わらな

いところであり、行政改革の答申を待っているところであり、新たに建設する場合の適正規模

等々も踏まえ、議会とも十分協議をしたいと考えております。 

 また、庁舎の位置につきましても、旧壱岐４町合併協議会の協定項目との兼ね合いもございま

す。これを尊重すべきとの方針はいささかも変わっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ５番、坂本議員。 

○議員（５番 坂本 拓史君）  ありがとうございました。 

 まず、第１点目の畜産振興につきましては、確かにいろいろと事業支援策もとられております

ことは私も十分承知をいたしておりますし、ただ、先ほど少し触れられておりましたとおり、特

に高齢化対策、このことについてはもっと具体的な施策を、ヘルパーの事業もありますけれども、

ぜひ今後見出していただきたいというふうに思っております。そのことをまず要望しておきたい

と思います。 

 それから、これはちょっと今質問したわけではないわけですけれども、もしも御回答ができる

ならお聞きしたいと思いますが、前回の定例会の折に、へい獣処理のための焼却施設について質

問があったかと思います。建設については、前向きに検討したいということでございましたので、

もしも何かその後に伸展があっておるならば、その旨をお聞かせ願いたいというふうに思います。 

 それから、先刻、和牛能力共進会につきましては、非常に有効なものというふうに先ほどのと

おりでございますけれども、特に主会場を当壱岐に持ってくるということであれば、数十ヘク

タールに及ぶ会場の設置、係留舎係留施設あるいは駐車場等々で面積が必要になろうと思います。

また、先ほど申しますとおり、３０万人以上というような話もあります。来客者の宿泊施設等も、

今の現状ではとても足りないであろうというふうに感じておりますし、非常に高いハードルがあ

るということは十分私も認識をしておりますし、まだまだ研究をしなければならないというふう

に思います。 

 ただ、長崎県である以上は、市長、先ほど言われましたとおり、今後の銘柄確立のために非常

に好機であると、そしてそれを当然生かさなくてはいけないというふうに思いますし、先ほど申

します相乗効果に対しても同じことだというふうに思っておりますので、市長として最大限の努

力をするということで、再度、決意があればぜひお聞かせを願いたいというふうに思います。 

 ２番目の交流拠点についてであります。思いはほぼ同じようなことを考えておられるようです

ので、一安堵しておるところでございます。 
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 特に、市長、就任のあいさつの中で、活性化策について一次産業、観光産業、民間企業とか連

携をして、島外に打って出て売り込みをかけいかに外貨を稼ぐかであり、そのためには壱岐市の

セールスマン的な人材を都市圏に配置し、特産品、観光、文化などのＰＲに積極的に取り組んで

まいりたいと思いますと、このようにお話をされて思います。まさしく、今述べた情報発信交流

拠点そのものだというふうに思っております。それと同時に、８月１日には、早速、先ほど申さ

れましたとおり、福岡事務所の方にも派遣をされておりますし、特に１人の方に期待するのは非

常に厳しいかと思いますけど、情報発信をする技量をぜひ高めていただいて、そして先ほど言い

ます連携を密にしてこのような施設の実現に向けて前向きに取り組んでいただきたいと思います

ので、その件、何か追加がありましたらぜひお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、３項目の本庁舎建設についてでございますが、結果的には答申を待ってというふう

なことであるようでございますが、庁舎は、ある意味、市のシンボルでありますし、城であると

いうふうに思います。トップである市長が強いリーダーシップでもってこのような規模のものを

と、いつまでにということをぜひお聞かせ、示していただきたい。 

 非常に市民の方々も、このことは高い関心を持っておられます。ぜひそうしていただきたいと

思いますし、また市長の思いといいますか、自分の考えておられることをこの行財政改革推進委

員会の中で、一応私はこのように思っておるということを何か表明をされておるのかどうか、そ

の辺はいかがでしょうか。 

 以上、二、三点追加してお聞きしますが、御回答をよろしくお願いいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長。 

○市長（長田  徹君）  まず、行財政改革の委員会の方にどういうことを諮問したかということ

でございますが、効率的な運営と申しますか、そういうものを目指すということで、全般的に諮

問をしているわけでございます。また、委員会が、この第４回目がこの会期中にあるわけでござ

います。私も、諮問をしている立場で参加するべきなのか、しないべきなのかといろいろ考えて

おりまして、現在まで３回ございましたが、諮問をしていると関係で参加をしておりませんでし

たが、今後、参加をした方がいいんじゃないかという御意見も聞いておりますので、ぜひ委員会

の中ででも、発言は避けたいと、諮問している関係で、思いは当然言っておるわけでございます

ので、当初ですね、そういうことで思っております。 

 そして、へい獣の方は関係部長の方から答弁をお願いいたします。 

 それと、全国和牛能力共振会の誘致の意気込みをもう一度聞かせていただきたいということで

ございます。先ほども申しましたように、壱岐牛は非常に品質、地位とも名実ともに非常に壱岐

牛ということで非常に名声を高めているところでございます。この名声をもっともっと高めるべ

く絶好の機会でございますので、ぜひこれは、極力、誘致運動に向けて取り組んでまいりたいと
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このように思っております。 

 それと、福岡県の職員でございますが、今１名行っておりますが、逐次、いろんな向こうの情

報、いろんなものが回答が来て、一生懸命やる気で頑張っていただいております。中間報告でご

ざいますが、いろいろと情報が流れてきますし、また報告にも、帰って報告もしていただいてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  産経部長。 

○産業経済部長（末永 榮幸君）  御質問のへい獣処理場の検討はどういうことかということでご

ざいますが、６月議会で、市長がへい獣処理場については検討したいということにしておりまし

て、担当部で具体的に検討せよという指示をいただいております。 

 ７月１９日だったと思いますが、壱岐市農協の畜産部の組織の中で、壱岐市和牛部会、それか

ら指導者会というところがございます。そういう担当者、そして４町の担当者、そういう会議が

ございますので、会議の中に出席をさせていただいて、このへい獣処理場の検討の協力要請いた

しております。用地の問題、それから今必要性をどういうふうに思っておられるか、そういうこ

とで検討打診をしたところでございます。 

 そしてさらには、県に対してはへい獣処理場を埋設ではなくて、焼却施設の方法で壱岐市とし

ては考えたいということで、今補助メニューをいろいろ打診中でございます。なかなか、この補

助メニューについては厳しいところがあります。そうしたところの進めをやっております。 

 今後のスケジュールといたしましては、１６年、本年度中には情報収集をいたします、努めた

いと思っております。そして、１７年度中に具体的な計画ができないか、そして壱岐市としての

取り組みがどういうふうになるか、運営がどういうふうになるか、こういうことを１７年度中に

検討いたしまして、できれば、うまくいけば１８年度ぐらいに着工ができないかというようなス

ケジュールの素案で、今検討に入っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ５番、坂本議員。 

○議員（５番 坂本 拓史君）  時間がなくなりました。１点目、２点目につきましては、思いと

いうのはやっぱり同じようなことを思っておられるというふうに解釈いたしております。ぜひ、

今後、前向きに、しかも積極的に取り組んでいただくことをお願いを申し上げておきたいと思い

ます。 

 それから、庁舎の件でもう一点だけちょっとお伺いいたします。 

 もしも、その本庁舎建設の際に、今後迷惑施設等も併設をしてつくる考えがあるかどうか、も

しもそうであるのならば、今後検討計画の中に非常に重要なポイントとなるように思っておりま
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すが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長。 

○市長（長田  徹君）  今、迷惑施設の件が出ておりますが、その件は、今現在、基本計画を策

定しているところでございます。庁舎ともども、そこに迷惑施設をということは考えたこともな

いわけではないわけでございます。 

 でも、その計画がまずできましてどういう云々、また皆さん、当然、議員の皆さんに説明しな

がら、この環境問題もやっていくわけでございますが、当初はそういう迷惑施設を地下にしたら

どうかという話もないではなかったわけでございますが、まずは、今のところは、白紙の状態と

このようなことで答弁をさせていただきます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ４回目ですが。制限時間も超えておりますが、１分以内に、じゃまとめ

てください。５番、坂本議員。 

○議員（５番 坂本 拓史君）  いまひとつクリアな回答でなかったので、残念でございますけれ

ども、特に最後の庁舎問題につきましては、できますならば市長としての意思を、ぜひ次回の本

会議で表示を、示していただきたいということを強く要望いたしておきたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  以上をもって、坂本議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（瀬戸口和幸君）  ここで休憩いたします。再開は１１時１０分とします。 

午前11時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（瀬戸口和幸君）  再開します。 

 先ほど森山議員の質問に関し、本人から発言の一部を撤回したい旨の申し出がありますので、

これを許します。４９番、森山議員。どうぞ。 

○ 議 員 （ ４ ９ 番  森 山  是 蔵 君 ）   御 質 問 申 し 上 げ ま し た 中

で、……………………………………………ということを私が申し上げましたのは不穏当であると

いう御指摘をいただきましたので、撤回をいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  次に、４番、深見義輝議員の登壇をお願いします。 

○議員（４番 深見 義輝君）  通告に従い、４番、深見が市長に対し３点ほど質問いたします。 

 市長が壱岐市の振興活性化に向けて市民の代表として日々努力されることに対して敬意を表し

ます。 

 まず１点目は、行財政改革についてです。 
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 壱岐市が誕生してから６カ月が経過した現在、さまざまな問題が堆積する中、壱岐市の行財政

改革を含めた長期計画がいまだ私たち市民に対して見えてきません。この厳しい地方財政を乗り

きるためにも、合併の本来の目的である行財政改革が必要だと、私自身も思っております。 

 先日、あるマスコミで、とある自治体では長期計画が、結果として、相違したとして大幅な行

政改革が余儀なくされ、福祉政策まで影響すると聞きました。民間企業ならば厳しい経営改善を

しなければならないと思います。市長自身も、選挙公約の中で、民間出身をアピールされていま

した。今までにない民間的経営感覚を行政の中に取り入れられた行財政改革を強く主張され、そ

のような中に、長期に行政改革推進委員会を設置され、広く外部からの意見を取り入れられたさ

まざまな角度からの改革を求められていられますとともに、また住民参加の政策と改革に対する

熱意と姿勢は見られますが、しかし、市長自身の奥深くひそんだ考えがはっきりとした形での行

革が見えてきません。議会の答弁の中で、抜本的な考えはうかがわれますが、就任されてはや半

年余り、次年度の予算編成に入る前に、ここで、再度、市長が考えられている民間的感覚の行財

政改革をどのような形で行われるか、壱岐市民が理解できるようなお答えをお伺いしたいと思っ

ております。 

 次に、２点目ですが、先ほど両議員の質問でもありましたが、私自身、担い手の一人として述

べたいと思います。 

 ２点目は壱岐産業の振興です。今後の一次産業である農水産業ですが、将来を背負う後継者が

なくしては振興を図ることはできないと思います。市長も御存じと思いますが、農業に関しては、

先ほどの質問の中にもありましたように、就農者の平均年齢が経営規模、形態により格差はあり

ますが、６０歳を超える現在、５年後、１０年後の就農者は減少するのではと心配されます。そ

のためにも、早急な担い手対策が必要だと思います。これは、水産業についても同じだと思いま

す。今までは、旧４町、また壱岐市において農水産業に対する支援としてハード的政策により経

営的基盤は改善できたものの、一次産業に取り組む際のソフト面である経済、技術面であります。 

 特に、新規就農者に対してはその不安は隠せません。市長自身も、一次産業の活性化なくして

壱岐の活性化はないとお考えだと思いますが、また島内の人口流出の歯どめ、Ｕターン者対策と

しても必要であると思いますので、今以上のさらなる担い手対策をお願いしたい、市長はどのよ

うに考えておられるかお聞きしたいと思います。 

 最後に、３点目ですが、観光地における道路整備についてですが、市長自身も今後は観光産業

の活性化は不可欠と考えられると思います。観光客の中には、壱岐の海岸に面した優美な景観が

すばらしいと言われる人もおられます。壱岐の島の西側の海岸線では郷ノ浦、沼津、勝本間は県

道として整備されています。旧芦辺町管内の東側は町道として、そして市道として徐々に整備が

進んでいますが、また南側の海岸に面した道路も整備が完了したり、今後整備されることと思い
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ます。 

 しかし、壱岐北部の海岸線はいまだ整備が進んでいない状況です。以前、旧芦辺町で道路整備

の計画が協議された中で、広域性へも考慮し県道に格上げできないかというところまでしか進ん

でいないとうかがっております。将来的に、観光を促すためにも島全体の臨海道路として長期整

備計画はできないものか。先ほども言いましたように、もしも県道として格上げできるなら、市

の財政改革にも影響すると思いますので、お考えをお聞かせください。 

 以上、３点について、前の両議員と重複する点もありますが、質問いたしますので、市長の御

答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  深見議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。市長。 

○市長（長田  徹君）  ４番議員の質問にお答えいたします。 

 まず、行財政改革についての考えでございます。 

 いつも述べておりますので、御承知とは思いますが、生活形態が多様化するにつれ、行政に対

する需要も日々高まっております。その昔は、行政が全くと言ってよいほど関与をしなくてよか

ったごみ、し尿、環境に現在では多額の費用を投入しているのは御承知のとおりと思います。今

後も、福祉及び環境につきましては、とわのテーマとなるわけでございます。また、旧４町が競

うように建設をしてきましたいわゆる箱物の維持管理にも多額な用をしているのも御承知のとお

りでございます。これらにより、平成１５年度における住民１人当たりの市の借金は一般会計で

約７８万９,０００円、歳入予算のうち市税の占める割合は９.３％という、こういう現状をみま

すと、だれが見ても市が置かれている立場は非常に異常な状況であるのは間違いないわけでござ

います。これらを待避をするために、市民各位の御理解をいただき、行政が直営すべきものと民

間の活力に期待でき、かつサービスの低下を来さない事業については積極的に民間に委ねるなど

の整理をすることが、また私に課せられた課題ではなかろうかとこのように思っております。 

 また、あるいは市民に補助金、負担金、いろんな面でも、またいろんな使用料、いろんな面で

市民に痛みを強いるものもあるかと存じます。今後、これを決断しながら、市民の皆さんの御理

解を一つ一つ得ながら努力してまいる所存でございます。現状を打開し、子孫に負の遺産を残さ

ないために深い御理解による協力をお願いする次第でございます。 

 次に、一次産業についてでございます。この一次産業の振興、これがやはり壱岐の大きな人口

減少の歯どめの一つ、もちろん観光産業もでございます。そのようにとらえているわけでござい

ます。特に、担い手をつくる、これが重要課題とこのように思っているわけでございます。 

 水産業においては、漁獲量の減少、魚価の低迷などによる漁業生産所得の減少、漁業後継者不

足による漁業従事者の高齢化が進み、漁業生産意欲の減退や、地域活力が低下している現状の中、

水産振興の一環とした担い手確保、育成対策について、壱岐市では各漁協の青少年部活動に対す
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る助成、また県で認定された壱岐地区の指導漁業師、青年漁業師活動に対する助成を行っており

ます。新規就業促進事業の取り組みとしては、平成１５年度より、郷ノ浦漁業協同組合において

取り組んでおられますが、今後も新規就業者の研修受け入れ態勢の確立、また新規就業者の漁業

技術習得支援の確立、また新規就業者の経費負担軽減措置、それに地元の小中学校と連携をいた

しまして総合学習で水産体験活動の支援などに取り組み、担い手の確保、人材育成を島内５漁協

と連携をとり強力に進めてまいりたいとこのように思っているところでございます。 

 まず、後継者をつくるには所得の上がる、そういう意味で、壱岐は非常に私はすぐれた魚の漁

種にも恵まれた位置と、日本海と東シナ海の交わる回遊魚が通う位置にございます。こういうよ

さを島外にアピールして、ただ釣るだけでなく流通面にも力を入れて、まずこの場、壱岐で漁業

をしているという漁民が、一人一人が自信と誇りを持つ、このことからが大事ではなかろうかと

このようにも思っております。 

 次に、農業につきましてでございますが、急激な国際化の進展による海外農産物との競合、消

費者ニーズの多様化により農業所得の低下や農業従事者の減少、高齢化の進展など、深刻な問題

となっている現状の中、農業振興の一環として担い手確保育成対策について、壱岐市では農業後

継者、認定農業者、各種部会活動に対する助成、また各組織の研修に対する助成を行っていると

ころでございます。あわせまして、壱岐地域農業振興協議会による担い手の資質の向上、就農啓

発活動や就農後のホローアップ活動による新規就農者の促進を図っておるところでございます。

また、担い手の育成、農業所得の向上につながる各生産活動に対する助成につきましては、皆様

の御承知のとおりでございます。 

 この農業につきましても、壱岐は以前から自給自足のできる島として、また島としてこのよう

に農業生産ができる島もまれでございます。そういう面で、非常に恵まれた島で、元来、昔より

農業が盛んであること。もとには、壱岐に恵まれた土壌、土があったものと、これをよそとの差

別化と申しますか、壱岐で生まれたものはいいんだぞ、こういう環境の島にするのも、農業政策

も必要であるとこのように常々思っているところでございます。 

 以上のような取り組みを行いまして、いろいろと後継者つくりに頑張りたいとこのように思っ

ているところでございます。 

 次に、観光地における道路、多分、議員が言っておられるのは、あの勝本町、天ケ原から芦辺

江角海岸、風力発電所を経て芦辺町後諸津まで通ずる海岸線地帯の道路計画構想と思っておりま

すが、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 潮騒を聞きながら道路周辺の自然を堪能しながら通行する光景を考えますと、非常にすばらし

いと思っております。海岸線となりますと、いろんな面で規制がございまして、海岸地域は自然

保護区域や魚つき保安林等に指定をされ、自然環境保護の立場からいろいろ難しさはありますが、
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一度踏査してみる必要があるとこのように思っております。 

 また、今現在あります芦辺町箱崎、諸津、後地区から箱崎、江角、触を経て、勝本町、東触の

間の４,９２０メーターにつきましては農業農村整備事業管理計画、平成１６年度から平成

２１年度でございますが、これにおきまして一般農道整備事業として要望をしているところでご

ざいます。地元の促進意志が明確に強力を得られるならば県営事業として推進したいとこのよう

に思っております。 

 また、県道の昇格についてでございますが、費用対効果、また交通量などの面から困難ではな

かろうかと思っておりますが、これについても要望してまいりたいとこのように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ４番、深見議員。 

○議員（４番 深見 義輝君）  市長の答弁、ありがとうございます。 

 まず１点目ですけれども、市長は選挙当時、そして就任なされてからも民間的感覚というのを

クローズアップされております。私たち市民も、いかにそれが行政の中で出るかということを非

常に期待しております。できれば、きょう、もっと踏み込んだような御回答をいただければと私

自身は思っております。 

 行政改革は中身から改革しなければならないと、私自身思っていますし、そういった中で、議

会の中でもいろいろと多くの議員から質問等もありました。基本となるのは、先ほど坂本議員か

らも言われておりましたように、長期計画の中の機構改革が基本となるのではなかろうかと思っ

ております。それは、支所重点的か、本庁重点的か、それが第１歩目の機構改革の基本となるの

ではと、私自身も思っています。できれば、的確な市長の答弁をいただきたいと、私自身、この

ように思っております。 

 それと、市長は所信表明の中で、身の丈にあった服装と言われております。それは、壱岐独自

の地方自治体をつくり上げられたい気持ちがあるのではと、私自身は思っております。そのよう

な中で、できればもう一度、市長自身の民間的感覚の中の行政改革を御回答いただければと思っ

ております。 

 それと、２番目の担い手につきましては、先ほどから両議員が質問されましたので、私として

は新規就農者に対する手当といいますか、先ほど坂本議員からも質問の中に若干入っておりまし

たが、経済団体である農協が新規就農者につき１０万円の支援をしている。これはすばらしいも

のだと私自身も思っております。そういった中で、本来なら行政もある程度の力を入れるべきと

ころではなかろうかと思いますので、その辺、先ほど坂本議員の質問の中にも回答が見られなか

ったということもありますから、もう一度、御回答ができればと思っております。 

 それから、最後の観光地における道路整備につきましては、市長の御理解を得たような気がい
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たしております。 

 ただ、私は海岸に面した側面とはいわず、今の現況の道路を拡張したような、そういった長期

的な整備計画ができないものかと思っております。北部だけじゃなくて、南部、北、東、壱岐を

一円できるような、そのような道路ができれば観光としてもまたクローズアップされるのではな

いかと思っておりますので、市長の答弁を、再度お願いいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長。 

○市長（長田  徹君）  まず行財政改革の機構改革、本所、支所の件のお話であったかと思いま

す。これ、後ほどこの件につきましても質問が出ておりますので、差し控えておりましたが、決

して、合併の時点で１年間は支所機能を残すという形で、今各旧４町に１カ所ずつ支所がありま

して、また本庁が別個にあると、５つの箇所があるというこういう状況でございます。 

 そういう中で、支所機能を残すということで、非常に支所の方にも本庁並みぐらいといいます

か、そういう機能を残す形になっておりますが、これを合併いたしまして半年になるわけでござ

いますが、なかなか機能の面では非常にむだが多く、また連絡ミス、いろんな障害、市民のサー

ビスに対しましても非常に弊害になっていると、このように恐れております。当然、この機構改

革を早急にしなければならない、行財政改革の中でも論じられると思いますが、できるものから、

逐次、すぐにでも対応できるものは、早速、異動関係も本庁機能をどうするかとか、そういう異

動の仕方をして、また各支所に支所長がおられます。その方は支所の問題、いろいろと苦労され

ております。そういう方の御理解を得ながら、ぜひそういう本庁態勢を強化し、なおかつ支所で

は住民サービスが低下しないように、そして本庁と支所の連絡が密にできるようなそういう体系

づくりに運ばなければならないとこのように思っているところでございます。 

 次に、担い手のいろいろ助成ということでございますが、これは当然一次産業におきます担い

手育成は重要課題でございます。今現在、いろいろ補助金が知らせているところがございますが、

既に先ほどもお話ししたところがありますが、既に目的を達したものや、またしてもむだと申し

ますか、役に立たない、そういうのはやはり整理をいたしまして、こういう、先に夢のある、希

望の持てる、そういう政策の方に振り向けていくべきとこのように思っているところでございま

す。 

 それと、道路の件で、海岸線のことでございます。私も、以前、この壱岐の海岸線一連を道路

にできないかと夢を持ってしゃべったこともございます。今、壱岐ロードサイクルが行われてお

るわけでございます。その中で、海を見ながらロードサイクルのコースがつくれないものか、ま

たトライアスロンと申しますか、ああいうこともいろいろ考えた経緯もございます。そういう意

味で、議員さんの言われるその海岸線の考え非常にわかるわけでございます。壱岐の将来、そう

いう海岸線ができますと、またそれに向かって私もそういう構想を今後も胸に持って頑張る所存
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でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ４番、深見議員。 

○議員（４番 深見 義輝君）  なかなか１項目の行財政改革というのは、私自身もなかなか難し

いと思っております。その中に踏み込んで、そしてさまざまな議論の中で、できれば早期に改善

策を出され、そして、先ほどからもありますように、新庁舎を建設し、そして壱岐の、壱岐市が

合併してよかったというような、市民がそう言われるような行財政改革が進められることを望ん

でおります。 

 担い手対策については、先ほどから両議員が言われましたように、今後、農業の厳しさという

中で、将来を担う担い手の育成は行政のなすところだと思っておりますので、その辺も含めまし

てよろしくお願いします。 

 ３番目の道路につきましては、市長と若干共通する点がありまして、私も非常にうれしく思っ

ております。できれば、壱岐市の長期計画の中で、その中で少しでもその一つが入ればと思って

おります。 

 最後になりますが、４町が本当に合併してよかったと言われるような、また他の行政から視察

にでも来られるようなそんなすばらしい市の政策が市長みずから陣頭の指揮をとられるよう期待

いたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  以上をもって、深見議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（瀬戸口和幸君）  次に、３番、小金丸益明議員の登壇をお願いします。 

○議員（３番 小金丸益明君）  通告に従い、２点ほど質問させていただきます。 

 まず１点目に、市が多岐にわたって拠出する補助金の中から、その一例として旧勝本町から引

き継いだ壱岐市開発公社に対する今後の対応と対策をお尋ねいたします。 

 昨日も、細部にわたる質疑、答弁が交わされ、問題点が一層露呈したかと存じます。この開発

公社は、国民宿舎壱岐島荘の経営管理を主業務として昭和６１年３月に設立され、その後、平成

９年１２月にオープンしたサンドームとあわせて運営管理を一元的に行う公的な財団法人として

壱岐市に引き継がれているものと認識いたしております。 

 旧町から市へと移譲されたことに伴い、６月定例会におきましては、必然的に２,５００万円

が既に予算化されております。また、今定例会におきましてはサンドーム修繕費として

１,０００万円を超す多額の修繕費が別途に補正計上されております。手持ち資料によりますと、

公社に注がれた血税の総額や平成９年のサンドームオープン以来１５年度末までのわずか６年の

間に、約１億７,６００万円、今年度の補助金、修繕費を加えると２億円を超しております。ま

た、そのほとんどがサンドームのランニングコストと思われます。利用者数は、開館翌年度の平
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成１０年５万４,０００人をピークに、年々減少の一途たどっており、この６年間で３割の減少

を見ております。また、壱岐島荘を含む公社全体の収支の細部につきましては、決算書で明示さ

れておりますが、私はその款項目や細部を問題視しているのではなく、施設自体の必要性と巨額

の財政負担に対して大いなる疑問を抱いております。 

 特に、サンドームに関しましては年間２,５００万円、１日約６万８,５００円が温泉の湯水と

一緒に湯ノ本湾へ流れ出しております。島内のほかの公共施設におきましても、公社同様、管理

運営費の精査はもちろんのこと、施設自体の必要性の有無を含めた徹底的な検視を行う必要があ

ると思っております。また、税の有効活用の面からも、ぜひ早急に実施していただきたいと願っ

ております。 

 また、４町時代のむらとむだを排除していくことは、合併により誕生した壱岐市の行政と我々

議会に課せられた至上命題であり、住民に対する責務でもあると考えております。このような点

から、開発公社におきましては、サンドームの恒常的に巨額の補助金を必要とする管理運営上の

問題、壱岐島荘にあっては４０年の歴史を物語る施設の老朽化対策という２つの大きな課題を抱

えております。双方ともに、無謀、無策の中で現状を放置し、多額の血税を建造物が朽ち果てる

まで垂れ流し続けるものなら、住民感情としてとても許しがたい行為だと思います。 

 そこで、私はサンドームにつきましてはあしたにでも解体工事に取りかかるべきという判断を

しておりますが、諸条件をかんがみ、今回の改修後は施設機能を変更転用させて、新たな施設の

活用策を模索、検討すべきだと考えます。 

 一方、壱岐島荘におきましては、時代の変遷と風雪に耐えながら自助努力を重ねて何とか宿泊

施設としての機能を維持させておりますが、万人の旅心を満たす施設とは言いがいものがござい

ます。よって、経営戦略を抜本的に見直して大規模改修もしくは思いきって新築に着手し、いや

しの島壱岐としての拠点的施設としてぜひ再生、存続するべきだと考えております。民間の出身

の市長の経営感覚を十分発揮していただき、公約でもある外貨獲得政策の一つの目玉としてぜひ

具現化していただきたいと切望しておりますが、いかがでしょうか。 

 次に、消防行政の中から消防団に関連して質問いたします。 

 壱岐市条例における現在の消防団員の定数は１,１０５名となっております。しかしながら、

在籍団員数は、５月１日現在、１,０３１名で定数に対する加入率は約９３％となっております。

実火災の現場や風水害の対応時における出動人員の不足を感じている私どもとしては、この市全

体の充足率の高さに若干驚きを覚えておりますが、実はこの在籍数に対して七、八割いや６割程

度しか実働団員は存在しないという現実がございます。このことは、分団員個々の消防意識に起

因する面も否定できませんが、リストラ等の職場環境の中で働き、団員の意思に反する行動をと

らざるを得ない場合も多々ございます。また、分団そのものの運営面からも、簡単に人員整理に
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着手できないという一面もあり、在籍数と実働団員にかなりの差が生じております。この現状は、

大方の分団が抱える長年の懸案事項でもあり、ひいては有事の際における消防防災活動、そして

危機管理に大きな支障を来すことも十分考えられます。 

 そこで、実働団員を確保し、非常備消防をより充実させるためにも、ぜひ若年層の市職員の入

団を奨励していただきたいと願っております。重ねて、今後は市職員の採用時の条件として地域

消防への入団を義務づけるなど、行政として積極的にサポートすべきであると考えますが、いか

がでしょうか。 

 また、消防団員としてその基礎的技術の習得と錬磨のため、各年ごとに操法大会が実施されて

おりますが、平成１８年度、つまり次回開催の長崎県消防操法大会は要綱が変更になり、全国大

会に準じて水出し操法になると聞き及んでおります。来年５月の新編成による壱岐市消防団発足

後に大会内容の詳細は検討決定されると存じますが、県が水出しでの競技を決定している以上、

市としても早急にそれなりの訓練施設の整備が必要ではないかと推察いたしますが、その点の対

応はいかがお考えでしょうか。 

 以上、御答弁の方、よろしくお願いいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ３番、小金丸議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。市長。 

○市長（長田  徹君）  ３番議員の質問にお答えいたします。 

 まず、勝本町から引き継いだ壱岐市開発公社に対する今後の対応、対策についてという質問で

ございます。 

 壱岐島荘は国民宿舎といたしまして昭和４４年３月に開設をいたし、昭和４４年９月には長崎

国体開催に伴い皇太子、同妃殿下、現在の天皇陛下と皇后陛下でございますが、壱岐に足を運ば

れ、お泊まりになった由緒ある宿でございます。しかしながら、議員が言われますように、築

３５年を経過しようとする壱岐島荘は、建物全体に傷みがひどく、昨今では小さい修理の連続で

ありまして、おもてなしの心やプライバシーの確保を施すためには、今後、全面的なリニューア

ルを図り、スタイルも一新し、宿泊施設として再生を図るべく検討が必要ではなかろうかとは思

っております。 

 そして、サンドームの件についてでございます。このサンドームは平成９年１２月にオープン

をいたしまして、６年を経過いたしております。ことしも、今予算にもお願いをいたしますが、

温泉水中ポンプ取りかえを余儀なくされております。さらには、１階ロビーの吹き抜けの雨漏り、

さらにプール及びふろ用ろ過ろ台の交換など、大工事の様相を見せているところでございます。 

 現在、補正金を、先ほど議員が言われますように、２,５００万円を投入して運営しているわ

けでございますが、これをこのままの運営がいくように経営をするならば、夏場、１日２００人

のお客さんが、これが通年利用できればという、そういう数字でございます。現況の平均１日
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３０人の利用ではなかなか運営が厳しいわけでございます。しかし、地域にあっては地域雇用の

場として、また地産地消の場として、また湯ノ本地区の温泉街というイメージアップにも貢献し

ている面もございます。こういう多面的な地域への効果や壱岐市の体験観光施設の一翼を担う重

要な施設として、今後、改革、改善を試みながら継続運営をしたいと思っております。 

 次に、払い下げ等の考えはないかというお話でございます。払い下げは、現在のところ、考え

てはおりませんが、もし民間委託が受けてくれるような、そういうことが可能であるならば、そ

ういうことができないかなとこのように思っております。 

 それと、いろんなほかの方策はないかというお話でございます。これも、ちょっと私は無責任

な発言になりますが、今観光面で取り上げておりますが、福祉面で寝たきりゼロ、心の対策とし

て御老人たちがプールで歩く施設とかそんなのに向けれるかどうかわかりません、これちょっと

今思いつきで言っているわけではございませんが、常々、老人の寝たきりゼロのことも考えてい

る関係でちょっと申し上げておりますが、そういう面に生かせないか、いろんな意味で、今後、

検討していきたいとこのように思っております。 

 次に、消防行政についてでございます。 

 消防団は地域住民を中心とした組織でありまして、地域防災態勢の中核的存在として地域の安

全、安心のため大きな役割を果たすことが期待されて、活動しているところでございます。消防

団につきましては、平成１６年８月１日現在、壱岐市の状況は条例定数、議員がおっしゃるよう

に、条例定数１,１０５人、実数が１,０２７人とこのように私はうかがっております。そのうち、

市の職員が、現在、２６名団員に入っております。この職員の人間形成のためにも非常に団に加

入するということはいいことだと、このように思っております。質問の中では、採用に、職員採

用のときに入団の義務づけができないかという御質問ではなかろうかと思っております。当然、

採用時には勧めはいたします、しかし義務づけについては、いろんな事情が考えられますので、

今後検討はしてみたいとこのように思っております。また、私、研修に行きましたとき、よそ地

区には消防団に女性がおられました。今後、女性の加入も検討すべきとこのような考えを持って

いるところでございます。 

 次に、操法大会の水出し操法のことにお答えをいたします。 

 操法訓練場の整備につきましては、財政当局などと協議をいたし、来年度には整備をいたしま

して、１８年度の大会にはこれが使えるように、水出し操法のそういう施設を整えていきたいと

このように思っております。また、県大会の出場チームの選抜方法については、今までどおりの

方がいいのではなかろうかとこのように思っております。 

 また、細部について私のわからない面は担当に説明をさせます。 

 以上で、答弁を終わります。 
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○議長（瀬戸口和幸君）  ３番、小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  消防の施設整備は１８年度の大会に向けて整備をしようという計

画であるということで、この件につきましては来年の新体制、団長等の編成がありますので、確

認にとどめておきたいと思いますが。 

 その市職員の採用時の義務づけ、義務という言葉が適当かどうか知りませんけれども、福岡県

のある自治体では義務づけられているところもあるやに聞いております。というのは、一般的に

考えて、民間に消防に入れ入れと、入って郷土を守ってくれよといって消防団の存在を設置する

のであれば、当然、公務員たる市職員は入ってしかるべきと思うんです。ですから、義務づけが

法律とか、その他、いろいろな面で無理であれば、ぜひ奨励をしてほしいと思っておりますので、

この件は結構です。 

 次に、壱岐島荘ですけれども、市長もごらんになってリニューアルの必要があるとお認めです

けれども、ぜひ小規模改修をやったり、改修程度では私は用はなしてないと思うんです。ぜひ、

政治的英断で新築をもって壱岐の観光の拠点となるように計画をしていただきたいと思っており

ます。民業の圧迫とか、地元温泉街との競合、整合性も考えなければならないと思いますけれど

も、ぜひ話題性のある、もう国民宿舎という古いイメージを払拭して、壱岐市の代表する宿泊施

設として生まれかわってもいいんじゃないかと思います。 

 リニューアルという言葉をもうちょっと新築に向けるかどうか、これは答弁をお願いいたしま

す。 

 全くいただけないのが、サンドームの御答弁でございます。市長のいわれる湯ノ本のイメージ

アップとか、地域雇用とかということも考えなきゃならないということをまず言われましたけれ

ども、経営とか、補助金が適正であれば、私は問題じゃないと思うんです。しかし、毎年

２,５００万円も税金を投入して、さもなおかつそこに、とんとんじゃないわけです、収支が。

何といいますか、そういう表面的な観点からとらえたサンドームの必要性の有無だけいわれれば、

引き下がらなければならないと思いますけれども、２,５００万円の血税を投入するだけの必要

性があるのかと、そこを私はもう一回確認したいと思います。 

 それと、財政改革を市長はしきりにおっしゃっておりますけれども、壱岐にはほかの施設もい

っぱい検証しなければいけないものもあるとおります。また、後ほど申したいと思いますけれど

も、それの最たるものとしてちょっと検討して、あの建物、さっき私はぶっつぶしますとそうい

う気持ちと申し上げましたけれども、施設がありますからもったいないです。１,１００万円の

今後多分修繕費も出ると思いますんで、さっき福祉施設への転用も思いつきながらということで

言われましたけれども、そういうふうな転用をして、住民が認めて、そこに１,０００万円やっ

てもいいじゃないかというような、財政上の有効な利用が考えられませんかと、真剣に考えてく
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ださいませという私は質問をしているわけです。そのところをもう一回御答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長。 

○市長（長田  徹君）  まず、消防職員──職員採用時の義務づけでございますが、いろんな職

員にもいろいろ、今からいろんな方が、いろんな、もちろん女性もですけど、いろんな福祉関係

の方も採用するような形もとっております。ぜひということはできませんが、ぜひ、奨励は、入

るように奨励は今後とも続けていきたいと、このように思っているところでございます。 

 そして、壱岐島荘を、これは建て直したらということで、本当に皆さん方のもし御理解がいた

だけるのなら、考え、でも、今いう財政面、運営面、いろいろ話題視されております。その中で、

皆様方が御理解が得れるならとは思いますが、今の段階でできるのかなという、ちょっと疑念を

抱いております。 

 それと、サンドームについて２億５,０００万円、要らんこと、むだを、血税を流しとるとい

うことでございますが、地区の、先ほど言う壱岐のイメージアップと申しますかね、今から壱岐

には温泉があるという、これを一つの売り込みに使えないかなと、これを私も思っておりまして、

もっと湯ノ本の活性化が望まれるなと、そういう意味で、あれはイメージアップの面でちょっと

してるんじゃないかなとこのように私は、今現在思っているわけでございます。そういうもので、

今後、この壱岐の島に温泉がある、島に温泉があるというひとつ福岡本土に向けぜひこだわって

みたいという発想も持っているわけでございます。そういう中で、何とか、今言う経営の面では

前向きに自己採算できるような努力をするべきと、これは当然のことでございます。 

 そういうことで、現在すぐつぶすということは、今の現在では考えておりません。 

 大体以上ですかね。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ３番、小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  時間も１２時を過ぎておりますので、早めに終わりたいと思いま

すけれども、その壱岐島荘につきましては、簡単な理由じゃなくて、新築を私は個人的に要望し

て、財政と協議されながら、早めにいずれかの方法で取り組んでいただきたいと強く要望いたし

ます。 

 サンドームは、サンドーム自体の機能とか、あの建物云々じゃなかっですよ。２,５００万円

という血税を投入することの是非を、もう一回検討をお願いしたいと思います。で、施設機能の

転用も含めて、きょう、即答してくださいとは申しませんけれども、その辺で部署内等々でもう

一回協議をしていただきたいと強く願います。 

 今回は、公社問題を例に上げて私は市長に質問したつもりでございます。市内には、この公社

に類似あるいはもっとひどい施設管理、補助金等々があると思います。あると思いますので、断
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定してはいけないんですけれども、あるかもしれないと疑念の念が強く持っております。ですか

ら、すべての面で、私は長田市長はその検証が必要と思います。合併直後の市長としてですね、

そうすることが合併の功罪の功を生み出すことと私は思っております。ですから、今回はサン

ドームが公社化されていたからこそ、私たち議員の目にその収支が明らかになったわけでござい

ます。壱岐市内の公共施設、もしくはそういう補助金を拠出して運営されている事業等に、すべ

てを検証されて、その結果を議会に報告されるとともに、検証の資料等をぜひ議会に提出してい

ただきたい。そして、行政の判断と私たちの住民の判断を照らし合わせて、今度、箱物行政の精

査とか、事業の精査を進めていかなければならないと思います。 

 最後に聞きますけれども、そういう取り組みについてぜひ実行していただけるかどうか、その

旨、確認の意味で御返答をいただきまして、私の質問を終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長。 

○市長（長田  徹君）  今議員のおっしゃるとおりでございまして、いろいろ一つ一つ検証をし

ていって、皆様、住民にもわかる形で、また当然議員の皆様ともどもにこういう検証をして御理

解を、今後の改革に向けて頑張りたいとこのように思います。 

 以上でございます。（「議会への検証結果の提示も」と呼ぶ者あり）はい。もちろんそうでご

ざいます。議員、議会の方にも、また住民にもそういう形で表に、ガラス張りにして検証をやっ

ていきたいとこのように思っております。 

○議員（３番 小金丸益明君）  終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  以上をもって、小金丸議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（瀬戸口和幸君）  ここで休憩します。再開は１３時とします。 

午後０時12分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（瀬戸口和幸君）  再開します。 

 次は、４５番、吉富忠臣議員の登壇をお願いします。 

○議員（４５番  吉富 忠臣君）  通告に従いまして、４５番議員、吉富忠臣が３項目にわたって

市長に質問をいたします。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 まず最初に、この合併をしてからいろんな業種業態の方の入札参加につきまして、この辺がか

わってきたものであるのか、また従来どおりであるのか、そしてまた私たち議会にでは地場の産

業をいかに育成をするか、これ、常々行政に御意見を申し上げてきたところでございます。 

 どういうことかと申しますと、赤字のお仕事というのはどこもできないわけでございます。そ
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ういったことで、非常にいろんなものを見てみますときに、これは大変だなというようなそうい

った入札も行われてきたと、そういうことをよく耳にするわけでございます。そういったことで、

今回はこの９月１日に、特に自分たち市民生活に影響がありますところの油の関係が、法定元売

りも４円ですか、上げておられます。そういったことで、今後、島内の業者の方もそれなりの策

を練って油等の値上げは必至ではないかと、このように思っております。 

 そういった中で、市の各施設に使われます油の入札につきまして、どういうふうな形で行われ

ておるのか、そしてまた細々と申し上げると時間がありませんので、焼却場に４施設、そして火

葬場とか、あるいはみしま丸とか、大きい燃費がここら辺にあると考えておりますので、その点

につきまして状況を報告、御答弁をいただきたいとこのように思っております。 

 ２項目目は、選挙費用の削減についてであります。 

 このことにつきましては、以前、旧芦辺町の議会の中でも質問をしたところでございます。こ

の投票時間の繰り上げ等につきましては、さきの４町の選挙管理委員会の皆様方の協議がなされ

たとそのように記憶をしております。その中で、この投票時間の繰り上げについては強く意見が

出たというように承っております。先ほど来、皆さん方が行革について多くの質問されておりま

した。一つの行革の中身として、この投票時間の繰り上げについても十分お考えになられる時で

はないかと思っております。この件につきましては、平成１５年の１２月より期日前投票という

のが不在者投票に加えて新たな制度として出てきて、施行をされておるところでございます。 

 先日の壱岐市の市長選挙の中におきましても、数字的には不在者投票と一緒でございますけれ

ども、４,１８６名の方が不在者投票、そのうちに五百四、五十が不在者投票だと思います。そ

ういったことで、期日前の投票がかなり、三千七、八百あっておるわけでございます。次の７月

に行われました参議院選挙におきましても、３,０００の大台を上って期日前投票が行われてお

ります。こういうことからしまして、今後、期日前投票がどこの自治体でもふえてくるんじゃな

いかとこのように受けとめられておりますので、そういった中を、中身につきまして時間の繰り

上げをしても、時間は１時間ぐらいじゃなかろうかと思っておりますが、市長さんのお考えをい

ただきたいと思います。 

 ３項目目の、くしくもきょうは９月９日で、救急の日ということで、都合よく救急救命のこと

で質問をするというのは本当にくじ棒に感謝をいたしておるところでございますが、消防庁はこ

の救急の日に除細動を実施をして、救急現場で救急救命士の方が実施をして、約３３.９％の方

が助かったと報じておりました。これは、いかに現場がお医者さんまで行く前の現場が大事であ

るかということを物語っておると思っております。壱岐も、離島の中で、救急体制につきまして

は先人の皆さん方が非常に御苦労をされて、今関係消防署の中でも救急救命士の方が１２名ほど

でしたか、おられるように聞いております。こういったことで、非常に離島の悲哀を受けながら
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も、関係の皆さん方のお手当で一命を取りとめるというようなこともあったろうかと思っており

ます。 

 そういった中で、この救急救命士の特定行為でありますところの気管内挿管、このことにつき

ましては非常にハードルが高い制約がありまして、救急救命士の活動経験が３年以上とか、ある

いは６２時間の講習を受けなければならないとか、それから気管内挿管の実例の３０例を消化を

しなさいとか、非常に各自治体には厳しいものがあるようでございます。新聞を見てみますと、

この講習に携わってない県が今２２県ぐらいあるそうでございます。もちろん、九州の中も非常

に厳しいものがあるように報じられておりました。 

 そういった中で、けさのテレビで、見られた方は御存じだろうと思いますけれども、九州の第

１号の認定者として鹿児島県の方が認定を受けられたと、そういった報道がなされておりました。

やはり、いろんな財政、そして勤務の内容とか、いろいろハードルが高いわけでございますけれ

ども、大きな病院も今できてはおりますけれども、病院を建てて、果たして先生の招聘が、十分

なる招聘ができるのか、これも疑問でございます。 

 そういった中で、離島ではどうしても現場第一主義で、こういった救急救命士の方たちの資格

を取られまして、それに委ねるような島民の、市民の皆様方の考え方しかないかと思います。そ

ういったことで、県とか、市とか、これらの救急救命士の養成のための、将来的な計画等につき

ましてお尋ねをいたします。 

 以上、３項目、よろしくお願いをいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  吉富議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。市長。 

○市長（長田  徹君）  ４５番議員の質問にお答えいたします。 

 まず、通告書に従って答弁するわけでございますが、物品納入業者入札について、合併後の業

者は従来どおりであるのかという、通告書に載っております。物品の入札につきましては、それ

ぞれの担当課、各支所で入札を行っておりますが、指名業者については旧町単位で行っているの

が現状でございます。 

 また、燃料の件でお話がありましたが、本当に燃料も最近原油が上がりまして、九州方面も最

近４円上げたというお話も聞いております。油を取り巻く業界はなかなか厳しいものではなかろ

うかとこのように思っているところでございます。この燃料の入札につきましては、まずガソリ

ンと軽油については壱岐石油商業組合と入札を行いまして、組合の加入者、また未加入者で入札

価格以下で合意ができたところです。それと、農協、漁協も含めましてガソリンで１２９円、軽

油が９７円で吸入しておるところでございます。 

 Ａ重油、灯油につきましては、みしま丸のところは除く訳ですが、各施設ごとに入札をしてお

ります。例えば郷ノ浦町の環境管理センター、浄化センター、それに郷ノ浦町支所、公立病院及
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び片原病院、壱岐葬祭場、勝本クリーンリサイクルセンター、芦辺町自給肥料供給センター、芦

辺町クリーンセンター、石田町環境美化リサイクルセンター、壱岐市立老人ホーム、特養ホーム、

文化ホールと、そういう施設ごとに郡内の各業者で入札をしております。農協、漁協はここには

入っていただいておりません。 

 Ａ重油で４９円から５２円、灯油５１円から５４円で、各施設によって単価が違いますが、こ

ういうことで決定しております。灯油については、先ほども申しますように、農協、漁協は入札

に参加しておりませんが、これは中小企業者に対する官公需施策を推進することを目的に、官公

需についての中小企業者の受注の確保に関する法律により、中小企業者の受注機会の増大を図ら

なければならないようになっておりますので、そういう意味からも指名を外しておりますし、ま

たこういう団体は補助団体でいろいろ補助を見て、そういうスタンドとかいろいろつくったこと

で、他の民間等よりはコストが当然安く入るということで、民営の圧迫にもつながるという意味

もございまして、そういうことで、ただいま、このような取り計らいを行っているところでござ

います。 

 次に、選挙費用の削減についての御質問でございます。 

 投票時間は有権者の投票しやすい環境とするために午前７時から午後８時までとされておりま

す。また、選挙人の投票の便宜のため、必要があると認められる特別の事情がある場合、または

選挙人の投票に支障を来さないと認める特別の事情がある場合に限り、投票所の開閉時刻を繰り

下げ、または繰り上げすることができるとされ、このように特別の事情がある場合にと限定をさ

れております。 

 この問題は、旧４町のころから議論をされてきた問題と聞いております。選挙人に投票しやす

い環境、平等な投票環境をつくるという目的から考えますと、壱岐市の場合は、その特別の事情

ということが考えにくい状況であります。開票時間が遅くなりまして、開票結果発表が遅くなる

からとか、人件費が高くつくからという、こういうことではちょっと理由にならないわけでござ

います。高い投票率であり、繰り上げしても影響がないといった状況があれば考えられますが、

市長選挙で８９.１５％、投票率です。参議院選挙で６９.５０％と、高率とまではいってない現

在の状況でございます。 

 しかしながら、御意見のように、不在者投票がふえたことでもありますし、今後、選挙管理委

員会において検討をいただきたいとこのように思っているところでございます。 

 人件費の削減についてでございますが、旧４町のときよりも、現在は市になりまして削減でき

るという、と思っております。投票所の人員配置につきましても、投票所の規模などで配置して

おります。また、開票につきましても市長選、参議院選とも３割程度減らして行っております。 

 以上でございます。 
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 次に、救急救命体制の確立についてでございます。 

 気管内挿管は、６２時間の講習の受講及び３０床例の気管内挿管の病院実習が必要とされてい

ます。なお、平成１７年３月、長崎県消防学校で講習が予定をされ、病院使用については長崎県

メディカルコントロール協議会で協議されております。壱岐市消防本部の除細動の実施状況でご

ざいますが、この除細動の実施、これは電気ショックのことだそうでございます。平成１４年が

５件、平成１５年が５件、平成１６年が１件となっておりまして、いずれも１カ月後の生存者は

おられないということでございます。現在、壱岐消防署における救急救命士の有資格者は１３名

であり、今後とも養成は積極的に行うとともに、救急救命の質の向上に万全を来す所存でござい

ます。 

 先ほど議員が言われましたように、きょうはくしくも救急の日でございます。きょう、朝テレ

ビを見ておりますと、救命器機を公共施設に設置しているということが放映されておりました。

どんなもんであるかといいますと、そういうもし患者が倒れたとき、そのとこからその器械をと

りまして、開けると録音されておりまして、手順が、順番にありまして、最終的に、自動的に電

気ショックができる、そういう器機のようでございました。こういう時代だなとつくづく感じた

わけでございます。こういう救急面にも非常に大事な問題でございますので、積極的に取り組ん

でまいりたいとこのように思っております。 

 いろいろ、細部がありましたら担当からでも説明をさせます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ４５番、吉富議員。 

○議員（４５番  吉富 忠臣君）  ありがとうございました。 

 燃費につきまして、確認をいたしたいと思いますけれども、みしま丸についてのＡ重油の価格

につきまして、ちょっと確認をしたいと思いますので、御答弁をいただきたいと思います。 

 確かに、燃費につきましては、それぞれ二十三、四業者ですかね、給油所にして二十八、九の

箇所が壱岐島内にあるわけでございますけれども、旧４町で油の入札もされておったわけでござ

いますけれども、担当の支所等の支障がないような形で行われておるというようなことでござい

ますので、それは理解はできます。 

 しかしながら、何といいますか、例えば灯油が９月現在では５４円６０銭になって、そしてそ

の中で、現在油を入れていらっしゃる方というのが、これを割っているような業者もあられるわ

けです。当然、そういったことでいきますと、入札をされておりますから、いきますと入れた分

はそこに赤字が生じてくるわけでございます。 

 ひとつ、その、私たちが心配するのは、どこでこれを取り戻しがあるのかというところが、市

民の皆さん方はこわいわけでございます。そういったことで、ひとつ行政としても地場産業の育



- 34 - 

成をしていきながら、これが底値ですよというようなもの、いろんな油に限らずあると思います、

物品ですねあるいは建設業関係なんかもあると思いますので、どうしても税金を、先ほども目減

りがしておるということも言われておりましたので、今後十分、税金をまず納める人を救ってい

ただきたい、それが行政の側のすることじゃないかとこのように私は思っております。 

 そういったことで、赤字覚悟の入札では、私はこういうことはできないと思います。市長さん

の御指導をよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、２項目目の選挙の投票時間のことにつきましては、内容は十分わかるわけでござい

ます。法的なこともありますし、しかし、各自治体の中で、日本全国ですね、かなり投票時間の

繰り上げについては論議をされて、やはり実施をされておるところがありますので、ぜひやって

いただきたいと思っております。 

 それとまた、三島の皆さん方の思いをすると、三島はたしか繰り上げてあります、離島でござ

いますからですね、そこら辺はわかるわけでございますけれども、そんなに繰り上げるのに、繰

り上げをしなければならないような支障というのはそんなに時間的にはないんじゃないかとこの

ように思うわけでございますので、そういった面からしても、将来的にはよく御協議をされたら

いかがでしょうかと思っております。 

 次に、３項目目の救急救命体制につきましては、非常に気管内挿管といいますか、高度な講習

を受ける、そういう課程、研修課程があるわけでございます。今後、１０年も１５年もしてたら

かなりの退職者が固まった退職者ができてくると思います、消防署におきましてはですね。そう

いったことで、これを採用、雇用の場にどうしても、最低でも救急救命士の資格を取得をした人

を採用するとか、今後の行政の、行財政の過程じゃなろうかとこのように思うわけでございます。 

 今後、そしてまた消防署員の女性の登用ということも──団員の女性の登用ということも先ほ

ど言われましたけれども、署員についても、例えば看護師資格を取った人たち、そこの中からで

も現在の制度では救急救命士課程の研修は看護師さんでもやらなければならないようになってお

りますが、最初から消防職員の方が行って研修を受けるよりも、そういった男性の看護師さんも

当然出てきます、そういった資格を持った方たちの採用も十分、年次的にお考えになる必要があ

るんじゃなかろうかとこのように私は思います。 

 除細動につきましては、１４年、１５年、１６年と１１件の実施が、例が出されておりますけ

れども、１カ月足らずでお亡くなりになったというようなことでございましたが、非常に残念な

ことでございますが、先ほど市長さんもテレビを見ておわかりになったかと思いますけれども、

公的な人が集まるような場所、例えば郷ノ浦でいいますと文化ホールとか、そういった施設に除

細動器具の将来的なことをお願いするわけでございますけれども、そして設置をされて、それを

使うと。そして、今は消防署さんの方で救急救命に対するいろんな人口呼吸法とかいろんな講演、
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何といいますか、なされております、ちょっとすぐ出てきませんでしたけど。救急救命について

は、いろんな団体でも、お人形さんを持ってきて蘇生術の方法ですね、消防署の方から教えてい

ただいておるわけでございますので、除細動についても、こういうことが一般人でもできるとい

うような時代に来ているわけでございますので、将来的には、そこら辺もお考えになる必要もあ

るんじゃなかろうかとこのように思っております。 

 燃費について、みしま丸の燃費がどんなものか、それと最後の研修につきまして、もう一度御

答弁をお願いいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  郷ノ浦支所長。 

○郷ノ浦支所長（吉永 正司君）  みしま丸の燃費ということでございます。みしま航路、毎月入

札を行っております。重油については２９.８円から３１円の間で価格が決定されております。

オイルは１３５円でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  財政課長。 

○財政課長（久田 賢一君）  先ほどの市長が申しましたガソリン、軽油、それから重油等の単価

でございますが、これは７月に入札を行いまして、要するに、８月、９月までの一応契約単価に

なっておりまして、また今月新たに値上げ後の価格で入札になる予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  消防長。 

○消防本部消防長（山川  明君）  ４５番、吉富議員さんにお答えいたします。 

 研修につきましては、現在、先ほど市長より説明がありましたとおり、６０日間の研修につい

ては、これは座学でございますので、スムーズにいくと思うんですけれども、３０床例の気管内

挿管につきましては、これは実体験での気管内挿管でございますので、当然、病院の、大きい病

院といいましても、長崎県内でもいろいろ問題、そういうふうな実習ができる病院というのが非

常に困難になっております。県の協議会として何らかの方策をとるということで回答は得ており

ますけれども、今のところ、気管内挿管につきましての先行きは不透明でございます。 

 それから、先ほど有資格者の採用を考えたらどうかということでお話がありましたけれども、

以前は有資格者の採用ということもいたしましたけれども、どうしても救急活動を現場で行いま

すときには、ペーパードライバー的な方では非常に難しい面がございます。やはり、実務経験を

初歩からさせて十分な事前研修をいたしまして、その後、救急についての理解を深めた人間を、

またそれと、御承知のとおり、消防は階級制度でございまして、最低限、今私どもがとっておる

のは下から３番目の階級でございます。消防士長以上の有資格者じゃないと研修に入れておりま

せんので、隊長というのは、これは隊長をさせなければなりませんので、そういうふうな制度に

しとるわけでございます。ということで、消防士長の階級になりきるような者でないと救命士を
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とっても、当然、隊長としての指示等々ができませんもんですから、今回の、今のところ、有資

格者についての採用は考えておりません。 

 それから、先ほど、本日、きょうのテレビ報道されておりました除細動器を今後の…… 

○議長（瀬戸口和幸君）  消防長。制限時間を過ぎておりますので、まとめてください。 

○消防本部消防長（山川  明君）  はい。 

 今後の研修、救急講習会で研修をするようにということでございました。まだまだ、きょうそ

ういうことが発表されたばかり、余り内容的には詳しくありませんので、今後、いろんな面で研

究をし、実施できる分については実施をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  制限時間を超えておりますので、手短にまとめてください。 

○議員（４５番  吉富 忠臣君）  Ａ重油のみしま丸につきましては、これは原価を割るような単

価じゃないかと思っておりますけれども、こういうのが、今後、起こらないような方法を、やは

り指導されるようなことも大事じゃないかとこのように思います。 

 以上で終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  以上をもって、吉富議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（瀬戸口和幸君）  次は、５７番、中村瞳議員の登壇をお願いします。 

○議員（５７番  中村  瞳君）  通告をしておりました２点について質問をいたします。 

 まず第１点は、油の価格対策についてであります。 

 この問題は、去る６月議会で２４番議員が質問をされましたが、その答弁が、公約とは異なる

消極的なものであったということです。したがって、その答弁の内容の確認についてお尋ねをい

たしたいと思います。 

 その前に、市長は選挙前の演説会で、壱岐は重油価格は高く、タンカーとタンクを大型化し、

トリシキロット拡大で輸送コストを低減し、低価格化が可能である。したがって、漁業者には年

１０億の経費が節減できる。これは私にしかできない、必ず私がやりますと力説をされました。 

 私は、この油問題を再度取り上げたのは、私の近辺は約８０％が漁業者の地域であります。し

たがって、漁業関係の情報は常に把握することができます。演説会にはかなりの漁業関係者の方

が出席をしておられました。最近、漁業者の方とお会いをいたしますと、いつから油は安くなり

ますかと問われる人が数多くいられます。で、私は今すぐというわけにはいきませんが、あれだ

けの観衆の中で、市長が公約をしていられるので、そのうち必ず実行されると思いますと申し上

げております。 

 その取り組みについて、現時点で市長はどのようなお考えでしょうか、まずお尋ねをいたした
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いと思います。 

 また、昨今では、原油の高騰で８月から既に重油、灯油とリッター３円、ガソリンは９月から

４円、それぞれ値上がりをいたしております。また、東京電力外１０社、大阪ガス、西部ガス等、

火力発電の燃料となる原油の高騰で１０月より値上げを決定をいたしており、関係企業や家庭に

もその影響が広がりつつあります。 

 こうした状況の中で、時期的には非常にやりにくいものとは思われますが、そういった面も含

めてのお考えをお聞かせをいただきたい。 

 また、市長は施政方針の中で、平成１５年度の総水揚げ高は１４年度より上回っておると言わ

れましたが、実質的には経費は倍増をいたしております。油はもとより、箱、氷、その他もろも

ろの諸経費、設備投資等々、実質的な収益は水揚げの５０パーにも満たない厳しい状況でありま

す。 

 そういった状況の中で、この油の値下げによる経費節減は、漁業者にとって大きなウエイトを

占めていることは申すまでもありません。したがって、漁業者はこの油の値下げについては大き

な関心を持ち、また期待をされていられます。ですから、きょうは島内の漁業者の皆さんが喜ば

れるような御答弁をお願いをしたいと思います。 

 次に、第２点でございますが、緊急に高度な医療を要する患者の搬送についてであります。 

 これは、過疎地域自立促進計画に上げられてはおりますが、１６年度にすべてが実施されるわ

けにはいかないと思います。当然、必要不可欠なものから実施されると思いますが、その中で、

特に急を要するものの中で緊急患者の搬送についてお尋ねをいたします。現在、県と海上自衛隊

の締結により、大村に搬送は実施されておりますが、自衛隊の対応ができなかった場合、海上保

安庁に要請し、福岡への搬送が実施されております。現在までの実績を調べてみますと、自衛隊

関係では平成１３年度が２９件、１４年度が２３件、１５年度が３８件、１６年度の７カ月で

８件、計９８件の実績があります。一方、海上保安庁の実績は、１５年度が２件、１６年度が

４件、計６件であります。また、搬送の時間帯ですが、自衛隊に要請した場合、大村までいろい

ろな手続等で約３時間から４時間ぐらいかかっておるそうでございますが、保安庁に要請の場合、

福岡まで１時間半程度となっております。その要因は、保安庁の福岡搬送はスムーズに行われ、

しかも済生会福岡病院の屋上へリーポートに着陸し、利便性が保たれております。 

 また、海上保安庁の福岡要請につきましては、海上保安部一分室は通さず、即門司の保安庁防

災本部に要請ができ、福岡空港より直ちにヘリが離陸するというスムーズな方法がとられており

ます。この緊急患者の搬送は、１分１秒を争う時間との闘いであります。生命に関わる大きな問

題であると思います。早ければ早いほど手術の成功率も高く、また回復も早く、後遺症も軽く済

むという常識的なことではありますが、早くて悪いことはないと思っております。また、患者の
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家族の看病につきましても、福岡の方が交通体制の利便性もよく、すべての面で条件が整ってお

ります。 

 この件は、以前より住民の要望も多くなされておりますが、一向に実現しない現状でございま

す。ぜひ、福岡に搬送ができ、また福岡に定着できるよう、搬送体制のさらなる強化を図るべき

だと思います。ですから、福岡の医療機関の協力体制についても、県も含めての検討をしていた

だき、早期実現ができますよう取り組んでいただきたいと思いますが、市長のお考えをお聞かせ

いただきたい。 

 以上、２点についての御答弁をお願いします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  中村議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。市長。 

○市長（長田  徹君）  ５７番議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、燃油価格対策についてでございますが、これは６月の定例議会での一般質問で答弁しま

したとおり、大前提となります農協、漁協、それに石油商業組合の関係団体との協議が必要が、

これが大前提であります。これは、選挙の演説のときにもこのことは申し上げております。漁協

関係におきまして、島内５漁協の参事会が開催されました折に、燃油価格についてお伺いをいた

しましたところ、その内容では平成２０年の４月を目標とした５漁協合併研究会の作業部会にお

いて燃油について研究中であるとのことであります。 

 壱岐の漁船の燃油は、島外の油槽所から運搬し、その輸送コストはリッター当たり約２円かか

っており、昨年度は１万８,３００キロリットルの燃油を使用し、３,６００万円の高い重油を使

用しているということが、この会の中でも話されておられたわけでございます。漁家経営の安定

向上を図る上でも、漁業に欠かせない燃油価格を安くすることも一つの大きな施策と考えておる

ところでございます。このように、離島であるがゆえのハンディを取り払うか、燃料につきまし

てはいろいろ問題はあると思いますが、規模の大きい油槽所をつくり、大量に購入することによ

り、移送コストの削減を図ることができると思っております。農協、漁協、石油商業組合の各関

係団体と協議をいたし、時間をかけてでも実現ができればとこのように思っているところでござ

います。まだ、漁協のお話をうかがっただけでございます。今後、農協、石油商業組合との協議

を進めてまいりたいとこのように思っております。 

 次に、急患の問題でございます。現在、急患輸送はあくまでも災害派遣の一環でありますので、

県知事から県内の自衛隊に要請されるのが一般的でありますが、壱岐市民の福岡搬送をという切

なる願いを叶えるべく福岡市役所の方にもお願いをいたしております。福岡市としても、壱岐島

民の願いにこたえるべく努力はしていただいておりますが、いかんせん行政区が違うということ

でなっているところもございます。しかしながら、福岡市の職員も壱岐出身もたくさんおられま

す。壱岐のこの救急問題など、窮境な、窮状の話をする中で、ふるさとのことであり、まず福岡
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市と壱岐市の課題研究会をつくろうという話も持ち上がっている途中でございます。早急に研究

会を立ち上げるように、ぜひしたいとこのように思っております。その中で、急患移送の話を持

ち出しまして、糸口を開いていこうとしております。いましばらく御時間をいただきたいと思い

ます。 

 福岡の医療機関との協力も必要でございます。そういう意味で、今後、積極的にこの件は壱岐

島民の願いでございますので、ぜひ実現に向けて頑張りたいとこのように思います。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ５７番、中村議員。 

○議員（５７番  中村  瞳君）  油の件でございますが、近々５つの漁協が合併するということ

でございますが、漁協の合併によってやりやすい条件になるんじゃないかと思うわけでございま

すので、ぜひこの農協、漁協、それから石油商業組合、関係団体との話し合いがぜひとも成立す

るように努力をしていただきたいと思います。 

 それから、参考までにこれはお尋ねをいたしますが、漁業者には年間１０億円の経費節減とい

うことを言われておりますが、その算定の根拠についてお示しをいただきたいと思っております。 

 それから、これは６月議会での市長の答弁の中で、備蓄タンクを６基から７基設置すればとの

ことですが、これは１カ所に設置をされるものか、また現在の既存のタンクに増設をされるのか、

その点をお尋ねをいたしたいと思います。 

 それから、構造改善事業の補助金があるということですが、まだ確認はしてないということで

ありましたが、その後、確認をされたのか。これは、事前に確認すべきでは、ではなかったかと

思っておりますが、いかがなものかお尋ねをいたします。 

 次に、緊急患者の搬送につきましては、山口県議も常々福岡に搬送できるよう、また福岡に定

着するよう努力をしたいと言われておりますので、これは県と市とのタイアップで、連携の形で

取り組んでいただきたいと思いますが、市長のお考えをお願いをいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長。 

○市長（長田  徹君）  ちょっと質問の内容がわからない点があったんですが、年間１０億円の

削減というのは、……（「節減の金額です、燃料の」と呼ぶ者あり）燃料の。失礼しました。 

 現在、この資料は質問の内容に入ってないようであったもんと思いまして、資料は持ってきて

おりませんが、これは６月議会でるる説明したとおりでございます。それは、また後ほど資料と

して議員のところに、お手元に持ってまいりたいと思います。 

 それと、補助金の、各補助金の確認はしたのかということでございますが、今現在、農業、漁

業、補助金、分担金、いろんな面、全部書き出しまして、まず職員に精査をさせるという根通し

のということで、今その確認を行っているところでございます。 
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 救急につきまして、県とのタイアップということで、これは当然でございます。また、県の方

から、長崎の方からまた福岡にお願いの形も必要になってくると思いますので、ぜひ長崎県の御

理解を得れて、そのようにできるように頑張ります。 

 以上でございます。（「ちょっと答弁漏れがあります。備蓄タンク」と呼ぶ者あり）この前も

説明いたしました。たしか、資料を持ってきてない、５基ぐらいのあれで、その内容もあわせて

お持ちいたしますので、６月議会でこれは言っておりますので、議員のところにお持ちいたしま

す。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ５７番、中村議員。 

○議員（５７番  中村  瞳君）  内容は、６基か７基かは設置したいということですが、１カ所

にするのか、今の既存のタンクに増設されるのか、そういうことは言ってありませんのでお尋ね

をしておるわけです。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長。 

○市長（長田  徹君）  それは新規に５つぐらいの施設が要ると、大きいタンクが要ると、この

ように申し上げております。 

○議長（瀬戸口和幸君）  中村議員。質問の回数が３回を超えますが、会議規則５６の規定の附則

の規定により、特別に許可します。 

○議員（５７番  中村  瞳君）  全体的に、きょう、前向きの御答弁をいただいたと思いますが、

油の価格対策にいたしましても、緊急患者の搬送にいたしましても、早急にと申し上げたいので

すが、市長に就任されてわずか５カ月、いろいろ多忙であることは十分理解をいたしております。

ですから、じっくりと取り組んでいただき、公約も含めて実現することを要請をいたしまして、

私の質問を終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  以上をもって、中村議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（瀬戸口和幸君）  ここでしばらく休憩します。再開は１４時とします。 

午後１時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時00分再開 

○議長（瀬戸口和幸君）  再開します。 

 次は、１７番、立石和生議員の登壇をお願いします。 

○議員（１７番 立石 和生君）  通告に従いまして、行政改革の中から３点ほど質問をさせてい

ただきます。 

 １点目が、壱岐市が誕生しはや６カ月経過をしておりますが、そこで市長も、現在、行革委員
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会を設置し行革に取り組みをされていますが、市長の選挙公約の具体的な路線がまだいまだ示さ

れていないのが現況下のようでございます。また、市民全体の気持ちも同感ではないかと思いま

すが、そこで約１つの行革でもありますが、課題は経費の節減、効率化であると思います。現状

では、本庁、支所、その他の関係機関の連携が不十分であり、正常な機能とは言えず、住民サー

ビスどころかむだな経費の消耗の日々で、市民にとっては戸惑いがあるようです。 

 そこで、行革委員会の最終答申は１７年の１０月のようですが、初歩的なものは、即内部で実

行できるものは、実行できる改革があると思います。要するに、市民が早急に必要としているこ

とは時間のかからない行政改革で対応すべきではないでしょうか。これが行革ではないかと思い

ますが、いかがでしょうかお尋ねします。 

 ２点目は、これはこの質問に類する部分もありますが、庁舎建設の件であります。合併特例債

の使途も、原の辻の博物館ほか幾つかの使途が上がっておりますが、そこで今壱岐市の財政事情

は逼迫の途にあることは言うまでもなく、市民が認めるところでもあります。今、庁舎の建設に

ついては世論の風は大変厳しく、そこで既存の公共施設を工夫しリフォームなどし、活用してい

くことによって合併効果を上げることが市民に理解されることではないでしょうか。市長に率直

な答弁をお願いいたします。 

 ３点目が、土地評価の見直し精算について、還付対象者は施政方針の中で２,６４２名中

２,４８９名処理済みと報告をされていますが、しかし、承諾印を押し、還付を受けた納税者は

十分理解されておりません。そこで、見直し事務が県の税務職員の指導による標準宅地の見直し

事務及び法に基づいて実施をされていれば、納税者も十分理解するところでありますが、税務課

長にお尋ねします。また、旧郷ノ浦町の家屋の一棟調査について１２年３月の議会での質問に対

し、６３年度より実施され、いまだ終了していないことに対し、航空写真で直ちに終了する旨答

弁をしているが、先日、文書で進捗状況を調査したところ、武生水、渡良が終了してない回答で

したが、何年に終了するのか、誠実な回答をお願いいたします。 

 以上、３点質問をいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  立石議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。市長。 

○市長（長田  徹君）  １７番議員の質問にお答えいたします。 

 行財政改革についてと、庁舎建設については私が答弁いたしまして、税全般については課長の

御指名であったかのように思います、課長に答弁をさせます。 

 まず、６月議会でも申し上げましたが、合併前の合併協議会で４支所の合併前の機能はできる

だけ維持をする、旧町の区域に関する事項についてはできるだけ支所に権限を委任すると、この

ようにされておりました。しかし、合併をして６カ月が経過しました現在、本庁、支所関係はも

とより市全体として各分掌事務が必ずしも現状に即しているものばかりとは言えない状況でござ
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います。 

 現在、行政改革推進委員会でも御審議いただいておりますが、組織の改編が急がれると認めら

れるものや、改正しなければ組織がうまく機能しないものについては、できるだけ早く対処して

おりますし、今後もそのように進めてまいりたいと思っております。また、人事が将来あるわけ

でございます。そういう中で、支所、本庁間の人事等、よくそういう対処の方法でやってみたい

と思っております。このように、本庁、支所体制は行政上も非常に非効率でありますので、行財

政改革推進委員会や、行財政診断などの結果を受けて、庁舎の建設につきましてはこのように思

っているところでございます。 

 今、議員が言われるように、非常に財政的にはそう裕福と言いません、非常に厳しい状況でご

ざいます。そういうところで、この庁舎建設にもなるべく金のかからない効率的な庁舎建設とこ

のように思っているところでございます。 

 税につきましては、担当課から説明をさせます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  税務課長。 

○税務課長（浦  哲郎君）  旧郷ノ浦町の土地の見直しに係る還付の金を受領されたが納得をさ

れた説明がないというような御質問等でございますが、もし納税者等につきましては、それぞれ

おかえしするときに文書で、もし不明な点がございましたらお問い合わせを願いますという文書

で一筆つけ添えております。それぞれの納税者、該当者がもし受領された後でもあれば、後でも

こういうところがわからないということがお問い合わせがあれば私たちの方でお答えをさせてい

ただく、このように考えております。また、そのようにいたしております。 

 旧郷ノ浦町の一棟調査でございますが、家屋の調査につきましては、新築等の家屋調査につき

ましては、新築家屋の表示登記をされた家屋については登記簿通知により確認をいたし、現地調

査をいたしております。また、公民館長あるいは自治会長、施工業者様に御協力をいただいて、

新造改築の調査、施工業者様の協力をお願いをし、課税客体の把握に努めております。 

 旧郷ノ浦町の一棟調査でございますが、家屋の一棟調査は税の公平性をかんがみ課税客体の把

握することは重要なことと考えております。家屋の滅失等については固定資産税納税通知書の発

送において固定資産税の課税明細もあわせて送付いたしておりますので、滅失家屋についての問

い合わせ等はあっておりますが、課税漏れの家屋等についてはなかなか納税者から問い合わせの

少ない状況でございます。 

 一棟調査につきましては、限られた人員の中で、急務な事務もあり、今後、一棟調査について

は検討してまいる所存でございます。特に、今年は固定資産の同定作業があります。固定資産税

は毎年１月１日の所有者に課税をいたしております。今年、平成１６年度は合併前のそれぞれ町
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により内所集計をして課税をし、壱岐市により納税通知書を発送いたしております。合併前の課

税でありますので、合併前の町分の納税通知書が同一納税者にそれぞれの分が届いた納税者もい

られます。 

 １７年度の課税は、それぞれ合併前の各町の固定資産を同一納税者ごとに名寄集計を課税しな

ければなりません。それには、税務課で合併前の各町の固定資産の所有者区分、納税者番号等を

付記し、納税者の住所、氏名、呼び名等を調査確認し、誤りが起こさないようにコンピューター

入力をしなければなりません。このような同定作業が、合併後の大変な作業があります。特納複

数な町で免税点以下の課税がされている場合は、納付書の発送等で同一納税者とわかる、確認し

やすい状況がありますが、免税点以下の場合、課税がなされていないので集計ないし作業も大変

な作業があります。ですから、このような、以上のような状況で、合併後もまだ膨大な事務作業

等があります。また、平成１８年度の評価替え等もありますので、一棟調査については、当面、

限られた人員では急務な事務を優先させていただこうということで考えております。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  １７番、立石議員。 

○議員（１７番 立石 和生君）  １点目ですが、行革です。 

 １点目の行革ですが、活力ある地域社会を形成するには、やはり本庁、支所のその組織、施策、

制度を思いきって見直して、効率的な行政を実現することによって、住民サービスの向上につな

がるんじゃないかと思います。また、あわせて今話を、耳に入るのは自治会等などがよく支所な

どに行った場合に、どこまでが支所の権限か、扱いがどこまで、よくまだ把握されてないような

ところがありますので、自治会長会などに出席をしてよくその支所の機能、そういう制度、施策

などをよく説明などをすることによって、あわせて自治会を通じての住民サービスの向上になる

のではないかと思いますので、市長に要望しておきます。 

 また２点目は、合併協議会によって話はされておりますが、私はいろんな交通アクセスや関係

機関との連携、そういうものを総合的に考え、また目先ではなく、これから先４０年、５０年と

長い目で見たときに、行政の場所として本当にそこがいいものかどうかちゅうこと、また周囲の

環境を見たとき、いろんな環境アクセスなどを考えると、やはり広い分野で十分検討をしていく

余地があるのではないかと思います。 

 そしてまた、ここに９月４日の長崎新聞には、この長崎県も平成１８年には再建団体に転落す

るということを、可能性を指摘をしております。そうしたときに、この壱岐の財政に対して県の

補助あるいはいろんな公共工事に関しても大変厳しいものが出てくるんではないかと思います。 

 そこで、壱岐の財政を考えたときに、今から壱岐の税収も減収は見込まれても、増収ちゅうの

は見込まれ、これは１００％見込みがないんではないかと思います。そこで、市の合併効果を上
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げていくには、今あるものを十分に活用して、リフォームなどできればいくらでもその活用をし

ていくところがあると思いますんで、既存の分をそういうふうな使い方をしていくようにしてい

けば、市民の念願であります合併効果を上げていくことが専決ではないかと思いますので、市長

にその点はよく検討していただくようにお願いをしておきます。 

 また３点目につきましては、１２年の３月に、当時の担当課長が終了する旨議会で答弁をして

いるのに、いまだその武生水、渡良地区が終了していないことは、１２年３月の議会の答弁は担

当課長のその場しのぎの答弁としか言いようがありません。この無責任さ、また放置して時間の

経過でうやむやにする体質に対して、税に対して納税者が不信感がつのるばかりじゃないでしょ

うか。行政も、税の公平、不公平税制を早急に解決していくように、市長から担当課長を通じて

そういうふうによく要望していただきたいと思います。 

 最後に、この３点まとめて、今のに対して市長にもう一度答弁をお願いをいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長。 

○市長（長田  徹君）  まず、機構改革に、制度を見直したらどうかということでございます。

これも、常々私もこのように言っているわけでございますので、議員と全く同感でございます。 

 ２番目に、財政逼迫により建設、これは当然で、これも私も同感でございます。 

 ただ、１につきましては、今言われた議員の意見もいろいろ出て、その上で合併協議会で建設

の場所も決まっておるとこのように理解しておりますので、その件につきましては、今のところ、

議員さんが今後どういう形になるかわかりません、私は、現在では合併前に協議されたこと、こ

れ尊重すべきと、これ議員さん皆様方の御意見と私は思っております、今現在。 

 それと、税の方、これ一棟調査、これはぜひくまなく、税の公平、不公平がないように、その

ように取り組みたいとこのように思います。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  １７番、立石議員。 

○議員（１７番 立石 和生君）  市長も行政改革をこれから力を入れて、今されておられるよう

ですので、早急に実現をするように、市民がやはり合併を効果が本当に上がったということを、

目に見えるような早急な行政改革を行っていただくようにお願いをして、質問を終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  以上をもって、立石議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（瀬戸口和幸君）  次は、５６番、赤木英機議員の登壇をお願いします。 

○議員（５６番  赤木 英機君）  時間も随分経過いたしまして、皆さんお眠りになりたいでしょ

うが、少々しんぼうしていただきたいと思います。 

 私は、２点につきまして質問をさせていただきますが、１点は、今立石議員も行政改革の方で
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申されましたので、その方は後をもって確信に触れるといたしまして、合併して市も６カ月にな

りまして、市長もまだまだこれからというときでございますので、私は今後の長田市長の何か足

しになりますならばと思いまして、過去に国、いろんなところの指導をしてこられました先人の

言葉等を引用いたしまして、ひとつ参考にしていただければとかように思うわけでございます。 

 と申しますのは、この地方自治というのは、本来は地方があって国、県があるわけで、どうも

今までは国、県というのは自分たちがすべて牛耳っておるというような感じでやってこれたもん

ですから、地方の職員の方はなかなか企画、ノウハウを出しきれないと申しますのは、補助金制

度が紐つきになっておる関係上、なかなか企画が組めない。そういうことで、いざその金をいた

だいても、その使い道が今まで効果が出てこなかったのが事実でございます。 

 その一例を申しますと、私は、随分前の話でございますけど、亡くなりました竹下総理がある

政党の幹事長のときに東京でお会いしましたら、「赤木君。今中央はもう心臓肥大なんだよ、こ

れからは地方の知恵を借りなければならない。そのためには僕が総理になったら１億配ろうと思

っている」と、しかし、私は浅学非才、そしてまたお言葉をかえすようなまだまだ身分じゃござ

いませんが、一言そう竹下先生と、「金を持たないものに急に大金をやったって使い道はわから

ないですよ」と、それよりももう少し長い目でいろいろ御指導していただいた方がいいんじゃな

いですかと申し上げましたら、「いや、そういうことはできない」ということでお配りになった

わけですが、皆さんも御承知のように、あの１億を、あれで地方自治が生き返ったという話をい

まだに聞きません。金塊を買ってみたり、何してみたり、今その金塊がどうなっておるか知りま

せんが、そういうことで地方というのは非常に皆さん、職員の方努力をなさっておりますけど、

そういうことで今の国でもいろんな改革と申しておりますが、これはなかなかできない。なぜと

申しますと、省益を握っている役人と、それに食いついとる属議員がおる間は、日本の改革はで

きないわけでございます。今まで、改革、改革と叫んでこれました。一つだけできたのが国鉄の

民営化、これは時の土光さんが臨調でやられまして、これは改革をされたわけですが、今の小泉

さんではやれないし、また私は地方の職員さん方に申し上げたいのは、この土でないと人はでき

ない、アスファルトの中では人はできない、そういう信念でひとつこの地方をやっていただきた

いとかように思うわけでございます。 

 それで、長田市長に申し上げたいのは、仏の長田ばかりではできない、ときと場合によっては

鬼の長田にもなっていただきたい。これがなかなか今市になって、だれでも言うのは簡単ですけ

ど、スタートからやれというのは、これはだれも難しいわけで、過去に例があるのは、跡を継ぐ

のは、これは案外やれるわけですが、なかなか大変だと思いますが、しかし、これはもう避けて

通れないわけでございますので、過去に池田勇人という総理がおられまして、御承知のように、

所得倍増ということで「貧乏人は麦飯を食え」という言葉を出されて、あれはなぜかというと、
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米飯を食いたかったら少しきばって金持ちになれというような意味であったんだろうと思います

が、あの方がそれだけ国、所得倍増を掲げてやられて、日本がある程度軌道に乗りましたが、後、

おやめになってその回顧録をちょっと読ませていただきましたが、その中の一つ、「私の総理就

任中の最大の失敗は国民を母親の心で育てた、これが失敗であった。ときと場合によっては父親

の心で育てなければならなかった」ということを書いてありました。 

 そういうことで、なかなか人様に好かれるというのは、これは簡単でございます、都合よくい

っていけばいいんですが、この嫌われるという、悪い意味じゃないんですけど、スタートすると

きはいろんなそういう波、また壁があるわけでございまして、それをやはりしていくにはお互い、

これは執行部だけの問題じゃございませんし、市民も、そして私たち議会もともに骨を削るとき

は削り、身を削るときは削る、その心でやっていかないと、この改革というのはやれないと、か

ように思います。 

 そういうことで、今までの行政がすべて上頼り、県がいうから、国がいうからと、これでは地

方自治は確立できないと私は思います。そのいい例が、先般の五島市長選、あの方、お二人とも

私随分面識がございまして、何年来のおつき合いでございますけど。一方は、県の太いパイプを

持っておるから、一つ、特例債なんかを引用して、利用してひとつその島づくりをやると申され

ました。方や、一方は、まず起債残高を減らして、この島を楽にして、そして島に骨を埋める私

たちが、私たちで島をつくると、そのように言って選挙戦に突入されました。そし

て、……………………………………………………………………………………………………………

…あれだけの差をつけぱさて負けになりました。 

 そういうことで、もう今の時代は国、県、頼る時ではございません。それは確かに財政はこも

うございますので、この地方を運営していくというのは大変なことでございますけど、今の地方

自治法では基準財政需要額小さいところはそれなりの交付税をやるように法で決まっておるわけ

ですから、国民ひとしく生きるために。ですから、私たちが東京に言って、東京の道路を君たち

は金を持ってないからこれはおれたちがつくったんだから、ここを歩くなということはできない

でしょう。それだけに、皆さん執行部の方に申し上げたいのは、私たちはここに国土を守ってお

る、ですから要るものは要るんだと、要らないものは要らない。そういうめりはりをはっきりし

ていただいて、言うべきことは言う、そして何をさて置いて、自分たちで自主努力、自主責任で

もってその地方自治を築いていくと、私はこれが重要じゃないかとかように思います。 

 こういうことを私が申し上げるのも釈迦に説法でございまして、おたくら行政のベテランでご

ざいますので、私たちが浅学非才な、そしてまた、何をという気がおありであろうかと思います

けど、今までは地方の職員の方でもやりたい企画を組みたかっても、どうしても紐つきであった

から、これだったら出すよ、これだったら出さないよと、これで非常に苦労なさった経過もあろ
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うかと思いますけど、今後はそういうことは言っておりませんし、いかに企画力のある方が、い

かに伸びていくかというのは、これは行政は最小の経費で最大の効果を上げると、これが基本で

ございますので、そういうことを踏まえまして、ひとつお願いをいたすわけでございますが。 

 そして、先ほど立石議員からも質問がございましたが、その行政改革といいますか、機構改革

にしまして、私は今の施政がこれは執行部の権限でございますので、私がどうこう立ち入る何で

はございませんけど、今支所も、例えば各部署区があるわけでございます。管理はそれはもちろ

ん何でございますけど、産経から、建設から、住民課、いろいろ福祉、あるわけでございますけ

ど、これをもし支所に管理だけ、そしてあとの部署区を旧４町、例えば例をとりますと、産経な

ら石田とか、建設なら郷ノ浦とか、いろいろ例を挙げますとあるでしょうが、そのようにされた

方が、今よりも連絡も密にできますし、むだがないんでなかろうか。どうも今、これは合併して

すぐですから、職員の方もなれられないかもわかりませんけど、何をしていいかわからなくおら

れる。いろいろ時間がかかりますから、お聞きしますと「いや本庁の方で」、今度、本庁に申し

ますと「いや支所から言うてきてないから」と。 

 一例が、道路の占用許可。私、ある事業で工事をするもんですから申請をいたした。これは合

併してからでございますけれども、本来、旧石田町の場合は２日ぐらいでできておったんですが、

１１日かかりました。その間、営業はできないわけです。しかし、これも普通の方だったらいろ

いろ文句をおっしゃるでしょうけど、私も議会の末席を勤めさせていただく関係上、遠慮してい

つできるだろうかと待っておりましたら、１１日ぐらいできまして、その理由を聞きますと、本

庁にやっておりましたと、ところが本庁にお聞きしますと、いや支所からの、まだあれが来んか

らということで、なかなかどこにどうしていいかわからんような状態、今ごろ、もう半年も経ち

ますと随分なれられたと思いますけど、そういうことで、むだがあるんじゃなかろうかという気

もいたしますので、そういうことで今後の市長がどのようなお考えをお持ちであるか、後もって

御答弁をお願いいたしたいと思います。 

 それと２点目でございますけど、市長は福岡の方に派遣職員までやられて、この壱岐を売り込

もうとなさっております。ところが、今まで壱岐のＰＲというのは各種団体の、例えば観光協会

だの、民宿協会だのいろんなとこがございまして、いろんなとこを打ってきたわけでございます。

ところが、なかなか壱岐だけじゃございません、観光というのも。どちらもみんな競争でござい

まして、なかなか難しい面がある。ですから、一朝一夕に簡単に職員１人派遣して情報を聞かれ

て、それで解決すると思ってませんし、また市長もそのような思いではなかろうかと思いますが。 

 ただここで一つ、この壱岐に今何が必要かと申しますと、品物、そういうものは、物というも

のはどこでも似たようなものがあるわけです。今ここで売り込んでいかなければならないのは、

私はこれは人だと思うんです。ですから、観光産業が交流産業といわれてひさしいわけでござい
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ますけど、まず伸びている地域はそこに住む方がすべて一丸となって取り組んでおられます。し

かし、この壱岐を見渡しまして、例えば例をとりますと、船で島外へ出まして、行くとき、例え

ば帰るときを例にとりますと、観光客が大勢バスで乗り込んでおられる。そのとき、果たして、

壱岐のこの島民の方がお客さんが全部お乗りになって、そして最後にみんな乗られたかなと、み

んな座られたんかなと、そういう気持ちをお持ちの方が、果たしてどれだけおられるでしょうか。

私は、いつも、たまたま観光というその役を仰せつかっとる関係上、いつもそれを頭に置いて見

ておるわけですが、そういうことで、この島民だけじゃなくて、ややもすればそういう営業に携

わっておられる方も、ひょっとすれば忘れられて、自分たち優先という、そういう気でおられる

んじゃなかろうか。 

 そこで、私は市長に申し上げたいのは、今後は人をつくるためには、１業種じゃなくて、異業

種の会を結成していただいて、そしてその中でこの壱岐を今後どのようにつくっていくか、そし

てどのように売り込んでいくかということをお願いをいたす次第でございます。 

 そして、ここに、壱岐に行ってよかったなと、あの人に会えてよかったなと、そういう島づく

りをぜひしていただかないと、あそこに行っても魚はおいしかったけどあの心ではと言われるよ

うでは、私はひとつも旧態依然、伸びはないとかように思う次第でございます。 

 そういうことで、ぜひ大変、当初申し上げましたように、なかなか言うはやすし、それは指摘

されましても、大変市長も簡単に解決できる問題じゃございませんし、それ今悩んでおられると

は思います。しかし、私たち議会も、市長も手を挙げて島民の方にやりますということで、ここ

に立たせていただいておるわけでございますので、ぜひ出向だけの責任じゃございません、これ

は議会も一丸となって、そして今後の島づくりにひとつ尽力をいただきますようお願いいたしま

して、質問にかえさせていただきます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  赤木議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。市長。 

○市長（長田  徹君）  ５６番議員の質問にお答えをいたします。 

 まず、いろんな政治論と申しますか、そういうのを拝聴したわけでございます。私も地方の役

目というのは非常に今まで日本国に貢献した、このように思っているわけでございます。先ほど

もお話がありましたように、日本は高度成長期に向かいまして所得倍増論、そして日本列島改造

論、いろんなことがありまして、世界一経済大国として給料も上がりました、しかし物価も上が

りました。その跳ねっ返りが今来ている状況と、このようにとらえております。 

 今後、今までは人材など地方からかなりそういう日本の主要政策、輸出産業、特に輸出産業に

関与いたしまして、地方の皆さんが力、異様なものであって、その結果がこういう形になったの

ではなかろうかと、これは地方のおかげと都市の方も思っていただかなければならないと、そし

て地方で貿易収支と申しますか、そういう経済成長の中で、貿易黒字、それが犠牲になっており
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ます地方に、地方との格差をなくすためという理由で配付されていた状況でございますが、この

主要な機関の、日本の経営状況が非常に不況になりまして税収がないということで、そこで今は

地方にも今までどおりのことはできないよと、基準財政需要額の算定も見直そうという非常に厳

しい状況で、今三位一体化、いろんな問題が波及して、まさに地方にちょっと、地方の自立と申

しますか、地方分権という名のもとでなかなか厳しい状況でございます。 

 しかし、それを言っても仕方ございません。今後、自立をいかにするか、何でこの壱岐の島の

よさをどうするかというのが課題でございます。先ほど議員が土でないと人はできないというお

言葉、非常にすばらしい言葉だなと、これは壱岐のよさを生かせと、こういう御提言ではなかっ

たろうかと思っております。そういうことで、今後、壱岐の発展のために少なからずとも一生懸

命努力をいたす所存でございます。 

 機構改革についてでございます。合併して半年が経過する中で、本庁、支所はもとより、市役

所全体として現在の体制が必ずしもうまく機能しているとは言えない状況にあります。したがい

まして、できるだけ早く組織機構について見直しを図る必要があると考えております。これは、

先ほども申したことでございますが、その中で、本庁、支所体制につきましても、部門によって

は本庁に集約した方が効率的というところもあるようでございます。早急に見直したいと。 

 それと、部署、部、部を位置に分けたらどうかという御意見もあったわけでございます。私、

今から地方のこういう行政をする中に、今まで国は縦行政でございました。これを横のつながり

にする、横行政を、今後、地方も進めないけないんじゃないかと。そういう意味で、ちょっとど

うかなという気は持っておりますが、これも検討課題とさせていただきたいとこのように思って

おります。 

 次に、交流産業についてでございます。先ほど、事務所の職員の件もありましたので、一応途

中経過として御報告させていただきます。島のセールスマンとして長崎県福岡事務所に１名の職

員を派遣したところでございます。おかげで、各種イベントの紹介、物産展の告知、ＮＨＫぐる

っと８県出演ＰＲ、ＩＴプラザによる壱岐物産展の開催の実現など、確かな一歩を今踏み出して

おります。また、攻めの物産展として、今月は広島にて３合同キャンペーン物産展、１０月に長

崎市で夢サイト壱岐フェアー物産展、１１月には長崎市で長崎県産品フェアーと、博多駅（ギ

ガ）物産展を開催するなど、積極的に各地で展開をしております。島のブランドとして自然、歴

史、グルメ、温泉などにおもてなしの心を添えまして、交流人口の増加に邁進いたしたいとこの

ように思っております。 

 先ほど議員が言われますように、私も人の時代、壱岐の受け入れ態勢と申しますか、これが非

常に問題があるのではなかろうかと、もう一度行きたくなる観光地として壱岐も何年か前は上位

にいたわけでございますが、最近は下位の方と聞いております。壱岐に、すみません。私、言葉
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が悪いと思いますから、言葉の表現はちょっと御勘弁いただきたいと思います。今来てくれてい

るお客さんは宝物と私は思っております。この宝物を、壱岐に来てよかったな、また来るよと、

このかえす心、これが不足をしていると。これは大きな宝物でございます、向こうにかえって壱

岐はよかったぞというて宣伝していただくのと、行って何というような、そこに将来的に大きな

ギャップがある。そういう意味で、この人のおもてなしの心、スローガンにも掲げてあります海

とみどり、歴史を活かすいやしの島壱岐と、このいやしの島壱岐になるようにもてなしの心が、

今後大きな観光の受け入れ態勢の整備が必要ではなかろうかと思っております。 

 いろいろ水産物あたりも非常にいいものがございます。また、農産物、農水産物も非常にすぐ

れたものでございます。食の観光という、そういう観光の資源にもなるわけでございます。ぜひ、

福岡の奥座敷、福岡より６１分、福岡から６１分とか、いろんなジェットフォイルで６１分とい

う明を打って、そういう売り込み方をしてもいいんじゃないかなとか、いろいろ考えは思うわけ

でございます。そういうことで、ぜひ壱岐の活性化に今後取り組んでまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ５６番、赤木議員。 

○議員（５６番  赤木 英機君）  るる御答弁いただきまして、ありがとうございます。 

 もう一つ、参考までに申し上げておきますが、今日本がこんなに厳しくなりましたから、地方

もいろいろ国に、県にとこう申しておるわけですが、これ私、歴代の総理の方に、ある人にお聞

きしましたら、こんなことをおっしゃいました。時の自治省、今総務庁でございますが、「あの

ね、地方が金持ちに、早く言えば非交付団体がふえてくると自治省は困るんだよ。言うことをき

かないから、金ありますからね、何もわざわざ自治省におねだりに来なくていいと。ですから、

地方はそこそこ金を持たせてコントロールした方が、時の自治省はやりやすい、役人はそんなに

思っているんだよ。だから、君たち地方はもう少し元気出して言うべきものは言え」とそういう、

これは国を指導されている総理の言葉ですから、そういうことも言われた総理もおられます。 

 そういうことで、市長も、小さい市ではございますが、市長会等に御出席なさった折には、ひ

とつこの小さい市も国土でございます。その証拠に、いいですか、今尖閣列島問題、竹島、ああ

いうところに満潮時は竹島なんか日本の国境が沈むんです、この高潮になりますと。そうします

と、韓国もそこにポールを立てたい、そのためにはコンクリでかさ上げをして国境を守っておる

わけです。そのくらい私たちはこの国土を守っている自負があるわけです。 

 ですから、ぜひ県がいうから、国がいうからと、県もこれは長崎、同じ長崎県ですけど、どう

も県の執行の方も来ておられますから、余り言うのも何でしょうけど、どうも自分たちの個人の

金をやるような口調で言ってもらっちゃ困るわけです。そういうことで、小さい市ではあります

が、ここに生きるものの権利、もちろん指名もございます。そういうことで、ぜひ今後とも市長
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には英断を奮っていただいて、そして言うべきことは言う、またすべきことはし、最初申し上げ

ましたように、いつも仏の長田ではなかなか厳しゅうございますので、たまには鬼の長田にもな

っていただきまして、質問を終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  以上をもって、赤木議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（瀬戸口和幸君）  ここでしばらく休憩します。再開は１４時５５分とします。 

午後２時42分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時55分再開 

○議長（瀬戸口和幸君）  再開します。 

 次は、６０番、原田武士議員の登壇をお願いします。 

○議員（６０番  原田 武士君）  １番目に、職員の教育についてお尋ねをいたします。 

 合併して６カ月を過ぎましたが、住民への行政サービス最前線の職員の住民に対する対応は良

好であるとは言いにくい面があるようでございます。本来、行政体は施策実施の先兵、それは職

員が公僕としての基本を身につけ、住民への奉仕する責務で日々勤務すべきであることは申すま

でもありません。４町が合併し、本所、４支所、行政事務３カ所、職員すべてに目が届かぬ現状

で、理事者の職員の実態把握は困難でもあろうかと思います。しかし、全体職員の綱紀粛正と身

上出没を明確にしていく理事者の決意も重要であります。この半年間でたとえますならば、まず

第１に下水道問題が上げられると思います。武生水地区の加入率４０％という住民への説明不足

で工事に取り組む姿勢は、財政を無視した無謀極まる判断と言わざるを得ないと思います。決行

した課長、職員及び提案した町長は正常ではなかったのではないかという気すらいたします。も

っとひどい例は、今宮住宅建設の入札行為であります。どこの自治体を探しても、こんな無謀な

入札はなかろうと思いますし、職員が許認可が地方行政にどう関わっているかも理解し得ない、

こんな職員を内蔵したままで壱岐市は出発をしていると言えます。 

 市長、助役は、特にこの点を重視して、職員の教育に対して臨むべきであるというふうに私は

感じております。 

 ２番目に、合併特例債の区分について。壱岐市としても、既に特例債を充当する工事もあるよ

うだし、また計画中の事業もあります。そこで、特例債を当てる予定工事とおおよその金額をお

示しいただきたい。 

 全国合併市町村で、特例債の使途の第１は庁舎建設であることは間違いないところでございま

す。これは当然のことであると私も思います。なぜなら、複数の自治体が合併すれば、今までの

庁舎で仕事はできにくいからであります。壱岐市の場合も、例外ではありません。あらゆる面で
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急がれる庁舎建設でありますが、理事者はどうも動きが鈍い、何か障害があるのではないかとい

う気すら、私には感じてなりません。 

 ３つ目、公共下水道工事についてでありますが、６月議会で質問をいたしまして、引き続き質

問をいたしますが、武生水地区の下水道受益者が約４０％、竣工後の経営も成り立たない状況で

あります。受益者負担金の廃止要求が起こり、昨年１２月、郷ノ浦町議会で受益者負担だけでな

く都市計画税の廃止にも踏み切っております。同じ島内の議員としては、信じがたい大問題であ

ります。合併協定にも違反し、何よりも合併島民に５,２００万円の新たな負担をつくり出した。 

 前回の答弁では、一般財源より補てんせざるを得ないだろうというお答えでございましたが、

果たしてそれでいいのか、そのまま続けられるんなら、壱岐市行政の中での最たる不公平事業と

指摘せざるを得ません。市長は、この受益者負担と都市計画税の廃止を今後どう対処するつもり

か、明確に答えていただきたいと思います。 

 ４つ目、埋蔵文化センター及び展示館についてであります。議会は、一度概況説明を受けまし

たが、どのような建物か、大きさ等もわかっておりません。県工事でありますが、設計図面書は

できているのか、場所はどのあたりなのか、また条件である壱岐市建設の展示館についての説明

を求めます。展示館につきましては、芦辺離島センターの最近の建物との競合は避けられるのか、

芦辺の場合は、基本的には民具の展示館とはなっておりますが、こういう合併の前の問題と、合

併後の問題との差はありますが、こういうことも含めた考えがあればお聞かせを願いたいと思い

ます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  原田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。市長。 

○市長（長田  徹君）  ６０番議員の質問にお答えいたします。 

 まず、人材育成への取り組みについて、職員は住民に対するサービスは良好と言えないという

ことで、例としまして下水道の加入率の低さ、努力不足とそのようなことであったのかと思いま

す。また、今宮の団地の件のことも含まれていたようでございます。また、どういう処分をした

かというようなことも、このちょっと御報告がおくれましたが、この件につきましては職員を懲

戒処分にいたしました。 

 そういうことで、人材育成に、取り組みについてでございますが、長崎県市町村職員研修協議

会における初任者研修を初め各種研修は、従来どおり、実施しており、人材育成を行っていると

ころではございますが、本年度より３カ年、長崎県の新市町人材育成支援交付金を受けるに当た

りまして、現在、壱岐市人づくりプランという人材育成計画の策定を進めているところでござい

ます。この計画は、これまでそれぞれの役職、部署、分野ごとに行われておりました各種の研修

を体系的にまとめ上げ、計画的に研修を実施することにより、新任の職員から幹部職員まで効率

的、かつ効果的な職員研修を行うためのものでありますが、市民に対する接遇など、また基礎的
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なものにつきましては計画の策定を待たずにして、既に実施をしているところでございます。 

 もちろん、基本的な面につきましても計画の中で、一般職員、係長など管理職、それぞれの役

職に合った研修を計画いたしまして、市民から信頼される職員の育成を行っていきたいと思いま

す。特に、市民に対しましては、市民をお客様と考えた重視の役所にしたいと、特に支所関係で

ございます。そういうふうに考えているところでございます。 

 次に、合併特例債の割り振りについての内容と庁舎建設の額についてということでございます

が、現在、合併特例事業として着工するものに、需給肥料供給施設整備事業、それに芦辺港ター

ミナルビル建設事業、それに原の辻遺跡保存整備復元事業があります。今後は、合併特例事業に

該当する事業としましては、原の辻遺跡博物館建設事業、庁舎建設事業、ごみ処理施設建設事業、

汚泥再生処理センター整備事業、埋め立て処分地施設整備事業などなど、いろいろ考えられるわ

けでございますが、いずれも大型事業でございます、多額の償還費、管理運営費が今後必要にな

るわけでございますので、財政状況を考慮しながら進めてまいりたいとこのように思っておりま

す。 

 庁舎建設の額については、具体的な建物の規模についてはまだ未確定でございます、未定であ

ります。よって、建設費の額もさだかではありませんが、なるべく金のかからないような方法と、

このように考えているところでございます。 

 次に、下水道工事財政不足を一般財源から常時繰り出す、これは不公正行政ではないかという

御質問でございますが、現在、本市が行っております下水道事業としましては、公共下水道事業、

そして漁業集落環境整備事業がございます。いずれも補助事業で補助残には起債が認められてお

りますが、全額ではありませんので、不足額はどちらも一般会計から繰り出しております。いわ

ゆる、公共下水道も一般会計から出しておりますし、漁業集落環境整備事業も、これ一般財源か

ら繰り出しておるわけでございます。また、合併処理浄化槽設置補助金につきましても、補助残

は一般財源から入れておりますので、議員が言われるような不公平にはならないのではなかろう

かとこのように思っているところでございます。 

 次に、埋蔵文化会館構想、建物の種類及び市の展示館構想についての説明でございますが、県

立埋蔵文化財センター基本構想についてでございます。埋蔵文化財センターは基本的に県立の施

設でありますが、昨年末に出された提言書によりますと、長崎県の埋蔵文化財保護行政の中核施

設として位置づけ、埋蔵文化財の保護、活用並びに調査研究の拠点づくりとあわせて東アジア的

視点に立った考古学の研究拠点づくりを基本に、全国でも初めての離島、壱岐に建設することと

なったわけでございます。 

 県立埋蔵文化財センターの建物の機能と規模についてでございますが、施設の機能は長崎県下

の埋蔵文化財の調査研究を目的とした施設でございます。また、規模につきましては全国の施設
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の整備状況等を参考に、建物の面積をおおむね６,０００平米程度の施設と考えられているよう

でございます。はっきりした設計書とか云々はまだできている段階では、もちろんございません。 

 市立展示館──仮称としまして、一支国博物館でございますが、この基本的な考えといたしま

しては、島民のニーズに対応した地域振興、観光産業の核として整備活用が必定と思われます。

そのためには、壱岐市が中心となり、長崎県や国、さらには民間が連携し、効率的、かつ効果的

な運営が望まれるところでございます。来島者と壱岐市民に愛される施設、島ごと博物館実現の

ための中核的施設、島ごと大学実現のための中核的施設、島ごと元気館実現のための中核的施設、

リピーターが集まる施設、以上、５つの柱を基本に整備を邁進するようになっております。 

 以上でございます。後、もしぶんざいなど、説明不足の面は教育長の方よりさせますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ６０番、原田議員。 

○議員（６０番  原田 武士君）  職員教育につきましては、計画もしてありますし、今までのこ

の半年間の失敗を繰り返さない努力を職員に厳しく通達するということで進めていただきたいと

思いますが。 

 ２番目の特例債、先ほど諸論で述べましたが、合併特例債の主な使い方の中では、自治省が計

画したのは、先ほど申しましたように、庁舎の建設が第１のウエイトであります。これはだれも

否定することのできない点であります。 

 しかし、６月の議会、きょうも一部出ておりましたが、庁舎建設に対する考え方がどうもおか

しいというふうに、私は感じております。今までの半年間の行政の中で、きょう指摘もるるあっ

ておりましたが、職員の管理も十分にできない現況の中で、また市長は機構の改革をしようとさ

れておりますけれども、機構の改革をしても、先ほど来、石田の赤木議員が指摘をされておりま

したが、支所を中心とした分散型にならざるを得ない、そして現在のロスもかなり一堂に会する

ことができないためにロスが生まれている、これも事実であります。それと、市長の今までの行

革と庁舎の関わりの中で答弁されていることを聞きますと、行政改革委員会の答申が出てという

ふうに私には答弁として聞こえましたが、私は庁舎は合併協議会の中でも現有職員、それぞれの

機関、それが庁舎に入る施設、そういうのが基本であって、これは直ちに行革の答申を待たずに

できる問題だというふうに考えております。 

 それと、この４町合併の基本の中で、各町４町の島民は庁舎の位置の問題は最重要問題として

とらえておりまして、結局、それが亀石に落ちついた。その検討の中でも、現在の施設を使って

やれるようなことではないという結論の中で決定されたということを、我々は、理事者も、議会

も重く受けとめないと、住民に対する違反行為である、このことは肝に銘じ出とく必要がありま

す。 
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 合併特例債も１０年間の中で消化をする、そういうことでございますが、市長の答弁の中で、

文化財埋蔵センターの問題、あるいは堆肥センター、ほかに展示館もありますが、その特項の重

要ポイントは庁舎の建設であるという認識を明確にしていただかないと、どうもおかしな御意見

が出てきたり、軌道が修正されかねません。そういう点は、特にお願いをしておきますし、再度、

お答えを願いたいと思います。 

 ３番目の問題ですが、かつて行われてきました漁業集落環境排水工事、石田町もそうですが、

これは公共下水道工事とは基本的に出発から違うわけです。したがって、一般財源から追加をし

ているから武生水地区の場合も同じでいいじゃないかという考えでは、私は納得はできない。 

 なぜなら、公共工事を、農業であれ、漁業であれ、建設、道路であれ、受益者負担のない工事

はないわけです。そういう中で、５,２００万円の都市計画税を受益者負担を軽減するというこ

とだけで論議をされるならわかりますけれども、公共工事を出発当時から不足分については税で

賄うという方向を合併前に取り消す、そういう無謀な行為は許される行為ではありません。それ

と、公共下水道と農村漁村集落環境排水工事と同一視するところに問題がややこしくなると思い

ます。そこら辺は、きっちりけじめをつけていただかないと、島民には５,２００万の一般財源

から出される分であっても、新たな負担を強いることになるわけです。これは増税なんです。そ

こら辺をよく考えていただかないと困ると、私は思います。そういうことでやられるなら、今後

の公共工事の類似した事業等については、全島民から負担をとらない、住民の要望で金を出して

いく、そういう方針でいかれるつもりなら文句は言いません。しかし、それでは市の財政がもた

ない、そう思います。 

 ４番目の文化財、埋蔵文化財センターですか、県がお金は出してくれるそうですが、土地の造

成、土地の購入は市が行う。で、県は少なくとも埋蔵文化センター、県に１つしかないわけです

から、そういう構想いわゆる図面ですね、こっちでいう絵、それぐらいはできているはずだ、そ

ういうふうに私は思いますが、鉄筋造なのか、恐らく鉄筋造ではあろうと思いますが、１階なの

か、２階なのか、そこら辺もわからないじゃちょっと困る。 

 それと、展示館については、これは市がつくるわけですから、ある程度の資料展示ができる広

さというのが最小限の枠でございましょうから、後４分しかありませんので、再質問に対する答

弁をいただきます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  教育長。 

○教育長（須藤 正人君）  ６０番、原田武士議員へお答えを申し上げます。 

 まず最初に、新設される壱岐市立展示館と、先日開館いたしましたまなびの館の関係について

ですが、これは島ごと博物館構想という大きな考えがございます。この島ごと博物館と申します

のは、島内に散りばめたようにあります文化遺産を全部表に出して、来島される方、市民の方に
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公表しようという動きでございます。そのために、旧芦辺町のまなびの館、郷ノ浦町の壱岐郷土

館、石田町の松永記念館、そして勝本町の壱岐風土記の丘という現有の施設を核といたしまして、

その中心に壱岐市立展示館を置きまして、全体の島内の文化遺産めぐりのキーステーションにし

ようという考えがございます。 

 それと、県立の埋蔵文化財センターでございますが、現在のところ、設計図ができておりませ

ん。先ほど市長が申し上げましたように、県下の文化財の研究施設になりますので、展示施設と

いうものがなくなります。わかりやすく言いますと、現在の原の辻展示館の我々が玄関を入って

右側に行きますあの展示スペースは市立展示館がそれをつくるようになります。左側の余りごら

んになったことはないと思いますけれども、内業の作業をやっております。現場から出てきたも

のを洗ったり、整理したりするんです。そういう仕事を県立の埋蔵文化財センターが行います。

これは、県下の資料が集まりますので、そこで一極集中してその作業を行います。この作業に従

事する人々は壱岐出身といいますか、壱岐の方になるはずでございます。──すみません。そう

いうことで、今申し上げられます途中経過でございますが、また後でゆっくり御説明いたします。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長。 

○市長（長田  徹君）  まず、職員教育で半年間の失敗を繰り返すなということでございます。

これには、職員教育には今後も進めてまいる所存で、努力してまいる所存でございます。 

 また、庁舎の件でございますが、答申が出てからという返事に聞こえるということでございま

すが、確かに、答申、中身の、行政の母体というのは中身の核が決めなければ、なかなか建設の

設計、かなり職員数の数がどのくらいになるのか、部署がどうなるのか、そこいらがいろいろ今

後必要になるわけでございます。早急に建てたいとこのようには思っておるわけですが、そこ辺

ができなければ、後で非効率な建物を建てたということを避けたいとこのように、やっぱり有効

的な金の使い方をしなければ、こういう財政状況の中、大変だということで、そのようなことで

今の現在に至っているわけでございます。窓口が見えましたら、逐次、努力してまいりたいと思

います。 

 また、今度は下水道の受益者の負担が不公平だというような御意向でございます。これらの受

益者負担は公平でなければございません。今、下水道は加入率の面からいえば、確かに４０％と

非常に下水道は悪いわけでございます。これは百年の計で、環境問題ということで取り組んでお

りますが、この加入率アップに向け、今後努力させる次第でございます。そういう意味で、公平

な負担というような形で、公平な政策を今後も押し進めていきたいと、このように思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  制限時間を過ぎております。発言ありますか。手短にお願いします。 
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○議員（６０番  原田 武士君）  庁舎につきましては、現有のスタッフで、これは建設部長の傘

下で、庁舎の１階部分はどれどれの課、２階はどう、議場はどうと、あるいは農業委員会室、教

育委員会はどこぐらいの配分は現有スタッフでできますので、信頼をして、市長は大船に乗った

つもりでやっていただきたいということをお願いして、それと３番目の下水道については、今後

も、私は納得がいきませんので、続いてやります。 

 以上です。 

○議長（瀬戸口和幸君）  以上をもって、原田議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（瀬戸口和幸君）  次は、５３番、品川洋毅議員の登壇をお願いします。 

○議員（５３番  品川 洋毅君）  本日の最後でございまして、皆さん大分お疲れのようでござい

ます。 

 朝から一次産業の問題、また農業振興の問題、いろいろ出ております。確かに、一次産業のこ

の低迷というのは非常に壱岐市におきましても深刻な問題でありまして、それがまた商業者にも

深刻さを与えている、それが皆さん御存じのような現状でございます。そういった中で、実は私

農業者ではございません、したがいまして、農業現場というのもそう専門の方から見ると知らな

いわけでございますけれども、特に私どもの方に、私、ちょうど街といっても、田舎と街との中

間的なところにおりますもんですから、漁業問題、農業問題、その他市民生活問題、いろんな問

い合わせがございます。そういったことの中で、農業振興につきまして全般的に議論するつもり

はありません。これは先輩の専門の議員がおいでになりますので、そちらの方にお任せをすると

いたしまして、ここに掲げております問題点についてお尋ねをするわけでございます。 

 実は、前にも、町のときに私、この点に若干触れた経緯がございます。これは減反問題が絡ん

でおるわけでございますけれども、改正食糧法施行の問題でございまして、これはこの前に入り

ます前に、市長も確かに施政方針にあるように、安定した収益性の高い営農態勢の確立と新たな

時代に対応した農業農村の整備に取り組むというようなことが、確かに施政方針の中でうたって

あったと思っております。 

 私は、農業の基幹は米であるとか、壱岐の場合ですね、畜産であるとか、葉たばこであるとか、

あるわけでございますけれども、一番基本になるのは、私は米生産ではないだろうかといつも思

っているところでございます。そういったところで、この基本となる米生産問題についてお尋ね

をするわけですけれども、平成１５年７月でございました、改正食糧法が公布され、本年度、

１６年度より施行されております。３０年以上続いた米の生産調整が大きくかわることになった

わけでございます。ことしから、１６年度から当面の調整については生産面積から目標数量、こ

れを配分するということになっておりますが、たしか壱岐の場合は本年度までは生産面積により
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割り当てがしてあるんじゃないだろうかと思っております。これまでどおり、そのように面積割

り当てがなされておりますけれども、今後、かわるとするならばどのようなことにこの農業行政

が進んでいくのか、またこれに対する農家の皆様の役割は何なのか、こういったことについて非

常に不安材料を抱えておる関係上、お尋ねをするわけでございます。 

 また、今度の補正予算に出ております地域水田農業推進協議会、この会もこの問題に絡んでく

るのではないかと思っておりますけれども、この協議会の役割は果たして何なのかについてお尋

ねをいたします。 

 次に、若干関連性もありますけれども、国の農業者への補助金の問題の抜本改革がうたわれて

おります。農林水産大臣の諮問機関であります食糧農業農村政策審議会、こういったものがある

わけでございますけれども、農家への補助金制度を抜本的に改革し、大規模経営農家に限って補

助金を支払う制度の、新制度の導入でございます。これを検討、半ば以上進んでおるかと思って

おります。目的は、農業の効率化を促進するのがねらいということでございますけれども、今ま

での保護政策から競争力に、競争力強化といいますか、このように転換するということでござい

ます。これは、ＷＴＯが絡んでおりますので、ほぼこのような国の施策になっていくのは間違い

ないと私は確信をいたしております。 

 そうしますと、今まで米や大豆、大麦などもそうでございますけれども、品目ごとに支払って

おりました現行の補助金はなくなり、市町村が認定した大規模農家、これに限って補助金を出す

仕組みにかわっていくわけでございます。いわゆる、耕作面積が広くなるほど補助金がもらえる

仕組みでございます。そのようになると、この狭い壱岐の農業者は非常に不利益になってまいり

ます。特に、高齢化が進み、後継者も少ない、このような中において、ますます耕作意欲がなく

なると思います。その大規模農家と小規模農家の認定、これは市がするわけでございますけれど

も、農協ではありません、市がやります。この認定は、その線引きはどこにあるのか、そして農

産物全体に関わる、対する補助金制度はどのようになっていくのか、さらに畜産農家がどのよう

なっていくのか、現在、増頭計画が進んでおります中小畜産農家でさえも、こういった厳しい時

代を迎えるということでございます。 

 こういった点を含めまして、市長の御答弁を賜ります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  品川議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。市長。 

○市長（長田  徹君）  ５３番議員の質問にお答えをいたします。 

 これ、まず１番目に、改正食糧法施行による市の対応と農家の役割についての質問でございま

す。 

 平成１５年７月４日、改正食糧法が公布をされまして、米の生産調整について市町村に対する

配分は、今までの減反面積の配分、米の作付を減らす面積の配分から、方法が米の生産をしても



- 59 - 

よい数量いわゆる生産目標数量を配分する方式に転換されたところでございます。これ、議員が

おっしゃるとおりでございます。市町村は、農家に配分する段階で、生産数量を面積に換算をい

たします。ということは、これまでどおり、耕作面積と水稲作付面積による割り当てをしている

わけでございます。 

 また、農家の役割は何かということでございますが、平成２２年の米づくりのあるべき姿を実

現するため、売れる米づくりと生産調整の両立が求められております。また、平成１９年度をめ

どに生産者団体、農協と生産者が主体となり、みずから生産量を調整する、そういう方式に移行

することになるということでございます。 

 次に、地域水田農業推進協議会の役割についてでございますが、水田農業の構造改革を推進す

ることを目的としておりまして、水田農業ビジョンを策定をいたしまして、実施状況の点検及び

見直し及び転作に対する奨励金、これは水田農業構造改革交付金というものでございますが、こ

の交付基準や単価の設定を行い、県の水田農業推進協議会から受け入れた交付金を対象農家に交

付をするという、そういう業務であるということでございます。 

 次に、国の農業者への補助金の抜本的改革と市の対応についての御質問でございますが、審議

会における中間論点が整理をされ、国民的論議が広く展開されているところでございます。現時

点までの中間論点の経過などについて、わかる範囲でお答えさせていただきます。これ中間論点

でございます。平成１５年１２月、亀井農林水産大臣は食糧農業農村政策審議会に対し基本計画

の変更について諮問を行い、議論が重ねられております。この中で、農業経営の改善に向けた各

種施策を担い手に明確に絞った上で、集中的、重点的に実施する必要を打ち出し、この担い手に

ついては認定農業者や経営主体の集落営農が適当であり、集落営農の法人化を促進していく方針

であります。また、農作物の受託組織、さらには高齢者や女性など就業体系形態を問わず、幅広

く育成、確保していくことの重要性も考えられております。よって、先ほど認定の線引きはどう

なっているかということでございますが、この時点ではまだそういうものはうたわれておりませ

ん。 

 次に、２番目は、農産物全体に対する補助金制度はどのようになっているかという御質問でご

ざいます。水田作や輪作よる畑作のように、複数の作物を組み合わせた営農類型については、品

目別ではなく、経営全体に着目をいたしまして、外国と国内のコスト格差の是正、結局、生産の

係る費用の格差の是正や、所得変動の緩和策など、日本型直接支払いを講ずることを模索されて

おるようでございます。 

 また、３番目に畜産農家についてはどうなるかということでございます。畜産、また野菜、果

樹も同等、同じでございます。こういう専業的な営農類型については、価格安定対策等の見直し

をすることが適当との考えが示されているようでございます。壱岐市といたしましても、いずれ
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にいたしましても、認定農業者を主体といたしまして、地域営農の担い手を育成し、ＪＡ壱岐市

が進めておられます農業生産法人などとも連携を図りながら方向性を見きわめてまいりたいとこ

のように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ５３番、品川議員。 

○議員（５３番  品川 洋毅君）  るる御答弁があったわけでございますけれども、この１番目の

これについては、私がなぜあえてお尋ねをしたかといいますと、先ほども言いましたように、農

業者の方が余り知られないんです。それで、こういったことをある場所で話し出しますと、その

仕組みというのが若干わかってきたくらいの程度でございまして、私はこの話というのは、農協

さんももちろんされるでしょうけれども、市としても農業者に知らしてあげないと、一つの不安

材料になっとるわけでございます。それで、私みたいな素人にでもお尋ねになるのは、そこら辺

ではないだろうかという気がするわけでございます。そこら辺を、市としての、農協は農協、市

は市としての責務を果たしていただきたいというのが、私の考えでございます。広報でもなんで

も構いません、わからない方がお尋ねになられるだろうと思いますし、私がわからいときには市

の方にお出でくださいということもできますし、そういった方法もできると思っております。 

 次に、その次の地域水田農業推進協議会の役割もわかったわけでございますけれども、その次

の問題でございますけれども、中間的という、もちろん中間的でありますけれども、こういうの

が出てきますと、先ほど言いましたように、非常に不安材料にもなってくるわけです。まだ、決

定していない部分もありますけれども、私は早め早めにこういった問題には対応しておくという

のが私の考え方でございます。なってから対応では遅いんです、これは農業だけじゃございませ

ん。行政全般について言えることであると、私はこのように思っております。 

 というのは、私は、市長もそうかと思いますけれども、今後の行政というのは企業的発想を私

は持っておかなければならないというのが、私の常々の考え方です。そういった意味で、企業と

いうのはいつ、どのようなことが起っても対応策というのは必ずとっておくというのが企業です。

これを乗りおくれたら倒産という憂き目に遭うわけでございます。そういったことで、財政云々

の問題は別といたしましても、先ほど議員がおっしゃってましたように、国から地方ということ

は、地方行政は地方で考えるということが基本になってくるわけですから、そういったことを十

分に研究、検討をしておっていただきたい。特に、先ほど大豆の話も出たかと思いますけれども、

転作奨励作物、例えば大豆、これを見てみましても、奨励作物ですから確かに補助金はついてお

ります。補助金はついとっても、なかなか大型の耕作者があらわれないかといってももうからな

いわけです。なぜかというと、輸入におされて国内のとか使わないんです、これ。使う人、使う

のは全部輸入品ばっかりです。そういった傾向にあっております。やはり、そういったことをし
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ないと、例えば大豆一つにとりましても、壱岐の大豆を壱岐で使う、今回補助金が出ております

焼酎づくりの大麦、壱岐でつくった大麦を壱岐で使う、いわゆる地産地消というんですかね、こ

ういった形をつくり上げていかないと、いよいよ時代の要請により小規模農家は切り捨てられて

いくと思います。そして、これに農業者が法人化されていきますとどのようになりますかね。国

の考え方としてはそれでいいでしょう、それは、そのやり方は競争力をつけるということは、国

と国との競争力をつけるということであって、私はそのように理解しております。 

 今から先、そういった補助金のない農家、私は下手をすると、特に高齢化になってきますから、

農家でも倒産をする時代に入っていくのじゃないかと非常に危惧しておるところでございます。

この点につきまして、市長、もう一言、御答弁を賜りたいと思います。 

○議長（瀬戸口和幸君）  市長。 

○市長（長田  徹君）  今、転作の配分等のことについて知らない農家が多いというようなこと

でございます。市として、特に農業関係の集まりも、最近、多々ございます。市といたしまして

は、そういう場におきましても、常々周知に努力をしてまいりたいと、ことあるごとにそういう

周知の努力をしていきたいとこのように思います。 

 それと、今後の壱岐のこの政策中間答申あるが、早めに対応してほしいということでございま

す。このスピード、大事でございます。その先、行き先を間違わないようなスピードが必要でご

ざいます。スピードもいろいろございますが、その方向性を間違えないように、スピードがこれ

重要かと思っております。 

 それと、これは先ほど大豆の問題、大麦の問題、確かに輸入品に押されているわけでございま

す。先ほど５６番議員のときにもお話ししましたが、国のいろいろ施策によりまして、貿易構造

摩擦によりまして、特に地方の水産物、農産物が犠牲になっている状況でございます。今の時代、

地方に頑張れ、独自性を出せと国がいっております。じゃ、こっちからも、先ほどもお話があり

ました国の方にもっと輸入をどうするのか、そういうやはり声も中央に向かって、できないから

やらないんじゃなくて、先ほどの議員のおっしゃるように、これは航路問題でも一緒です、でき

ないというようなあきらめじゃなくて、やはり努力はしていこうと、これに向かっていきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（瀬戸口和幸君）  ５３番、品川議員。 

○議員（５３番  品川 洋毅君）  ただいま市長の方からも、国は国の方策を考えながら、地方で

やっていくということでございますので、壱岐市としての独自性を出した農業政策、これを今後

出していただきたいと要望いたしまして、終わります。 

○議長（瀬戸口和幸君）  以上をもって、品川議員の一般質問を終わります。 
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────────────・────・──────────── 

○議長（瀬戸口和幸君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。これで散会いたします。御苦

労さまでございました。 

午後３時50分散会 

────────────────────────────── 

 


